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日林協の発展と林業の繁栄

徳本孝彦
〔日本合板検査会理事長〕

その昔，大正10年に発足した興林会が，昭和23年に，社団法人日本林業技術協会に改組されて発展

的な拡大をとげ，通算してその歴史は50年に及ぼうとしており菫す。生まれるべくして生まれ，宿命

的な活躍から，使命的な発展をつづけ，今や全林業界の真の期待を担って，さらに強く発展段階に立

ち向かいつつあるものと考えます。

世にいうところの技術革新を背景として，画期的な経済の進展がつづき，すべての産業の様相が著

しく塗り替えられつつありますが，わが林業においては，そして林業技術に関してはいかがでしょう

か。個なの技術が，それぞれの分野では，まさしく革新的な進歩をとげつつあるにもかかわらず，林

業生産として総合された場合においては，その本質からして，実態からかけはなれた飛躍もなけれ

ば，簡単には期待できそうにもありません。ここで，私は，いわゆる林業の本質論議を繰り返そうと

いうものではありませんが，他の産業の目をみはるような飛躍にまどわされて，私たちの林業の本質

を見失ないたくないといいたいのであります。そして，科学の著しい進歩にともなって，身近かな農

業のあらゆる面においても，学問も技術も，非常に分科したそれぞれの面においての進歩を示すのあ

まり，総合された形，総合されたものの見方が，かえってむずかしさを加えつつあると心配される面

もあるとのことです。私は，私たちの周辺一ぱいにひろがっている，私たちの林業が，もしそのよう
なことにならなければよいがということを気掛りに思うの･であります。f

篤林家の山とその経営が，その規模の大小を問わず，確たる経営方針のもとに，祖父から，父へ，
そして当代の経営者へ，さらにその子から孫へと，一日一日の努力の積承重ねによる進歩と，その山

に対する温い愛情とによって，常によりよいものに作りあげられているのであります。私は，それら
の林業の中で，それぞれの尊い歴史の追跡が，よい林業経営の基礎をかん養してきたものと信じてお

ります。そのように林業の各経営体の歴史が大事にされ，またそれぞれの存在目的にそったその団体
の歴史が重要視されなければなりません。私たちの周辺には，林業の繁栄をねがっての，幾多の会団
があり，幾多の林業関係者の異常なる努力がつづけられております。こうしたすべての会団が，それ

ぞれの活躍をする場合に，その背景として，共通の問題として，林業技術の改善という点で結ばれて

おります。その林業技術という観点において，その共通の土俵において，総合的に林業の繁栄を企画

しようとする時にこそ，日本林業技術協会としてのつながりが，私たちの周辺を大きく包容してくれ
るのであります。

そこでこの協会が歩んできた過去の歴史の尊さを再認識するのでありますが，私はとくに，昭和41

年度は一つの意義深いものであったと考えております。すなわち，石谷理事長から蓑輪理事長へのバ
トンタッチが，より飛躍的な歴史的な意義を持ち，先般の定期総会を通じて，こんごへの清新な活動

と画期的な発展が約束されたものと信ずるのであります。その意味においても，難局に際会しての会
員各位の奮起と総会に寄せられた全国会員の熱情に対しまして，心からなる敬意と感謝を捧げるもの

であります。日本林業技術協会の存在意義とその価値が，会員に正しく理解され，関係各方面の関心
と協力体制が一層高められることによって，この協会の発展をとおして，日本の林業が繁栄への道を
歩承つづけることを心から期待するものであります。この一年間，直接間接に賜りました，会員なら
びに関係各方面の方女のご厚誼とご指導を感謝いたしますとともに，皆様のご健勝とご多幸を，そし
て協会のご発展をお祈り申し上げます。ほんとうにありがとうございました。

－1－
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科学技術基本法案の問題点を探る

大崎六郎

〔宇都宮大学教授〕
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からにはやはり科学技術政策というものの存在が当然に

考えられてくる。本来的にも科学技術政策というものは

ありうるし，だがその本質的な性格は，1国あるいは国

際間の科学技術を平均化して発達させ，その人類社会に

おける役割を十分に果たし得るようにするため，科学技

術に対して政治的なはたらきかけをすることであり，そ

こにこそ存在の意義がああ。ところがもし国家権力がそ

のもつ国策にそうような科学技術政策を強行するとなる

と大変なことになる。いま科学技術基本法なるものが生

まれ出ようとしている。私はここでこの法案の問題点を

幾つかあげて承ようとする。ただ私の以下に述べるよう

な検討の仕方は，論者によっては科学技術基本法の成立

に力をかす類であるとのお叱りをうけるであろう。私は

いまの日本ではもはや好むと好まざるとにかかわらず科

学技術基本法ができる必網生があると見る立場をとる。

だがそれならばせめて，その法律の形態なり内容なりは

本源的なものであって歪曲されないで欲しいと念願する

のである。

2．科学技術基本法の練りあげ

この法案作成が現在までにいたった経過をゑると第1

表のようになる。農林漁業基本問題調査会の答申と同様

に，昭和35年に総理府の官製機関である科学技術会議が

「10年後を目標とする科学技術振興の総合的基本政策に

対する答申」をしたことにはじまる。そして昭和37年に

は，衆議院の科学技術特別委員会の法案作成や，答申の

ご本家の科学技術会諜の梶井試案など，いよいよ具体的

に法の内容がきめられて行った。その段階において日本

学術会議は，この年に勧告を提出しているが，その骨子

は「科学研究基本法にとり入れるべき内容案」としての

勧告であった。すなわち科学研究の自由や環境条件の改

善に重点をおいたものであって，前述の教育基本法的な

性格のものを要望した，科学技術政策を進めるために必

要な科学技術基本法を作成しようとする科学技術会議を

中心とする着想とのズレはあまりにも大きかったといえ

よう。一方において一部の会員がこの立案に参画してい

ながら，他方において，日本学術会議それ自体がこのよ

うな「科学基本法」なるものの内容はこうあるべきだと

勧告するといった経過をたどったという自己矛盾も生じ

1．まえがきに代えて

周知のように，戦後「基本法」という名の法律憾数多

く生室れた･しかしそのなかで民主主義と平和主義の発

展と密鴬したものといえるのは教育基本法とか原子力基

本法とかごくわずかにすぎない。すなわち教育基本法で

はその第10条で，「教育は，不当な支配に属することな

く，国民全体に対し直接に責任を負って行なわれ為べき

ものである｡」と述べており，原子力基本法ではその第

2条で「原子力の研究，開発及び利用は平和の目的に限

り，民主的な運営の下に，自主的にこれを行なうものと

し，その成果を公開し，進んで国際協力に資するものと

する｡」と述べている。いずれも国民の願いを反映し，

国家権力の慾意を制限する内容をもっているすばらしい

法律である。これに反して，たとえば林業基本法などで

ぶられるように，林業従事者の要求を反映しているよう

に見えるが，具体的な事項は他の幾多の法令や諸措置に

ゆずりつつ国または地方公共団体が主体的に林業政策を

推進するという建前になっている。艇業基本法，中小企

業基本法等を，ほとんどの基本法がこのような仕組みで

族生した。論者のなかには，これらはみな安保体制下と

独占賛本の主導する高度経済成長の過程において生まれ

たけしからん法律であると説明する。しかしながらその

ような簡明な論理では「基本法」そのものを否定すると

かあるいはそれに対決する議論としては成り立つであろ

うが，すでにでき上がった「基本法」を正しい方向に生

かそうとする道は見い出せないのではないか。

とにかく，いまの日本のような姿でいまのような股林

省があれば艇林政策があり，同様に防衛庁があれば防衛

政漆があり，通産省があれば通産政策があることにもな

る。そんなことから腱業基本法もできるし中小企業基本

法もできあがる。教育基本法ができた当時には，文部省

もその文部政策もなきに等しかったが，その後は，文部

省が力をもち文教政策も立てられ，うっかりしていたり

ぼんやりしていると，関係法令や通達の現実性が次第に

教育基本法の観念性をぽやかして行く傾向を生じている

こともすでに経験ずゑである。法律は生まれも大切だ

が，育てることがより大切なのである。

さていまの日本に科学技術庁という役所ができている

一
）

函
』
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第2表科学技術政策のとるぺき具体的施策とその重

点順序

ている。さらに国立大学協会の意見書は昭和41年1月に

提出されたことになっているが，これがはたして各大学

の教授会において討議が尽された上でのものであったか

どうかは疑わしい。私自身の経験をもってすれば，たし

か昭和40年11月ごろ資料として未定稿第1次案がリプリ

ントして手渡され，意見があったら学長に申し述べるよ

うにといった程度のことであったように思うのである。

かくして科学技術基本法案は政府機関ともいうべき科

学技術会議の着想どおりにほぼ独走体勢に入っていたと

承てよい。かくしてい童では各省庁等連絡会議においI-J

第1次案の段階にまで練り上げられるにいたっているの

である。

第1表科学技術基本法案の練り上げ経過

(1)科学技術研究磯関の整備・充実

(2)研究費用の調達・援助

I副研究者の{蹄騨鰯の自由に
対する障害の排除

(4)科学技術教育の振興と研究者の義
成

(5雛瀞W{辮驚熟};援

科学技術の発
達をはかるこ
と

A

その生産社会(6)科学技術知識の普及・啓発
B.への普及・応
周(7)欝灘術研究成果の生産への応用

皇

＝

ところが科学技術基本法第4次案を見ると，第2条の

第1項に「国の施策」の大綱がおよそ第3表に示すよう

な順序で列挙されており，それ以外の条項もこれと関連

して配列されている。

第3表科学技術基本法（第4次案）における諸施策

の配列関係
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第17条 (8)

3．科学技術政策と基本法案との比較

既述したとおり，私は科学技術政策なるものは存在す

る必然性があると思っている。しかしながらその場合に

はまず「A.科学技術の発達をはかること」に諸施策の

重点がおかれ，それにともなって「B、その生産社会へ

の普及・応用」に関する諸施策が誰ぜられるべきであ

る。そしてA.についての具体的な諸施策においてもお

のずからその相互間に講ずくぎ順序があり,B、におい

てもまた同様である。私はそうした内容であってこそ科

学技術政策のあるべき姿ではないかと考える。第2表に

私の主張するそれらの関係を示して象る。

巍峰|(癖粂)|(蕊"鍵》|伺の側１
条
項
２
２鴬Ｉ

まず国の科学技術政策は,A.として｢科学の発展の基

錐の育成を考慮するとともに，科学技術がその諸分野を

通じて調和のとれた発展をとげるように配慮して」諸施

策を講じなければならないとしている（第2条第2項)。

この点は私がすでに述べたように，科学技術政策の存在

を承とめる以上，当然な内容であって格別問題はない。

しかしながらその裏付け施策として政府のおこなうB.

「演|;ﾘ上，財政上および金融上の措祇（第5条)」やC.

、
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としての「行政組織の整備および行政運営の改善（第20

条)」のことになると，これらが(1)～(6)の具体的賭施策

をすすめるにあたってつねに支配的な位濯を占めること

になりかねないのできわめて不安を感ずる。ことに第5

条や第20条が抽象的かつ簡単な条文であるのでなおさら

である。とにかく第2表に比べて第3表の「具体的溌瀧

策とその順序」はかなり異なっていることに気づくであ

ろう。以下若干の点について問題点というかたちで述べ

て詮よう。

4．基本法（第4次）案の問題点

第1，科学技術政策を真に「科学の発展の基盤の育成

と科学技術諸分野の調和のとれた発展」のために実施し

ていこうとするなら，まず「(1)科学技術研究機関の難術

・充実」の施策がとられるべきである（第2表参照)。

ところが基本法案では名目的には同じく「(1)科学技術に

関する研究の推進」としてとりあげるとしているが（第

3表参照)，その中味としては政府がおこなう「基本計

鰯（第7条)」「年次計画（第8条)）の施簸が重視され，

それに影響されながら「研究環境の整備（第9条)」「研

究の効率的推進（第10条)」「研究予算（第11条)」の措

置が講ぜられるということになってしまいそうな心配が

ある。

政府がこの基本計画を策定しようとするときには科学

技術会議の識を経なければならない（第7条第3項）と

しているが，いままでのこの会識の性絡からみて「組繊

および権限については別に法律で定める（銘20条第2

項)」というが，第2表にあげた「(1)研究椴関の盤備・

充実」や「(2)研究費用の調達・援助」のよガな当然に根

源的である施策を，むしろ科学技術会識のきめる基本計

画の枠内におさえつけてしまう可能性がありそうに思わ

れる。そのおそれがあるのは「研究の推進」と称しなが

ら，実に効率的推進であることからも知ることができる

（第10条)。日本学術会議がいかにりっぱな意見を述べ

ようとしたところで，あらかじめ意見を聞いてもらえる

のは「研究の推進（実は効率的推進）に関する長期的計

画」のうちの「科学の発展に関する事項」だけであり，

しかもこれでは抽象的に過ぎ何のことかわかりにくい

（第7条第3項)。

し､まにして象ると日本学術会織の科学研究基本法の制

定勧告は，はたして時期・内容ともに適切であっただろ

うか（第1表参照)。つまり政府が科学技術政策を推進

するための法案を固めつつあるときに，これとは発想を

異にする科学研究基本法案についてしかもそれは盛りこ

むべき内容を提案して象たところでとりあげられること

の困難街まはじめからわかっていたのではなかろうか。

とにかく日本学術会議は「科学研究」についての詮頭を

向けた結果ば，科学技術基本法の運営にあたってはほと

んどタッチする織会は，えられないで，単に抽象的理念

としてだけ法案にのこされたにすぎないことになったの

である。

第2に，基本法案では「研究の成果の利用の推進」が

とりあげられているが（第3表参照)，このようなこと

がらは本来は最後に考えるべき施策であって，私が第2

表にかかげたようにB.の(7)に位置すべきものだと思う。

したがってこの法案は真に「A.科学技術の発達をはか

ること」に土台をおいているとはいえず，研究の成果を

急ぐ（すなわち普及・応用を遍重する）ためのものにな

っているといえるであろう。

第3に，基本法案では「研究者等の確保および待遇の

適正化」をあげており(第3表参照)，これにばいくつか

の問題を含んでいる。私は，第2表にかかげたように，

研究者にはまず「(aj生活の保障」が優先すべきであると

思う。かつての林業基本法の成立のときを例にとって恐

縮だが，たとえば林業労働者に関する施策も，政府原案

では労働者の①養成，②確保，③福祉の向上の順序であ

ったものが，国会では①福祉の向上，②養成，③確保の

順序に修正成立したではないか。私はこれはまさに「労

側者調達」観念の誤りを「労働者の人格尊重」観念に改

めたすばらしい修正だと指摘したことがある（山林No.

969)。ところで科学技術基本法案では｢研究者等の確保」

が先行し，それに「学校教育，研修および養成訓練」が

次いでいる(第14条)。何たることかといいたい。そして

待遇の適正化をはかることをうたっているが（第15条)，

「生活の保障」とは異なることはいうまでもない。昭和

37年4月の衆議院科学技術特別委員会の基本法案（第1

表参照）の段階ではその第20条に「1．科学技術等に係

る研究等に従事する者は，その業務の重要性及び特異性

にかんがみ，特にその能力を考慮して適|生な処遇を与え

なければならない。2．国は研究公務員および大学教官

に，他のいずれの公務員より高い水準の処遇を与えなけ

ればならない｡」とあったのに比べても第4次案はまこ

とにお粗末にすぎる。

また研究者にとっては，「(け研究．思想の自由に対す

る障害の排除（第2表参照)」はまさに生命ともいえる

重大なことがらであり，科学技術政策としてこれにどれ

ほどの施策を識ずるかが最も注目される点である。基本

法第4次案の前文には，なるほど「学問の自由が儲環さ

れるとともに」といった表現はある。しかし具体的な関

連条項となると，「研究者の創意」という見出しでの第

3条で「国は，研究者の自主性を尊重してその創意が十

一
）

一

ー
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分発揮されるように配慮しなければならない｡」となっ

てし室っている。しかも第1条において「国家社会の要

請にこたえて（第1次案では国家という字句はなかっ

た)」ということがあるから，これとのかね合いはどう

なっているのだろうか。要するに「研究・思想の自由は

研究の自主性と創意の尊重」にすりかえられようとして

いる。

もともと，昭和37年4月の衆議院科学技術特別委員会

での基本法案段階では，この法律でいう「科学技術」と

は「自然科学及びこれと関連のある人文科学に係るもの

で，研究活動を通じて原琿及び法則を把握し，かつ，そ

の研究成果に基づいて社会の繁栄と福祉の増進に寄与す

るものをいう.」と定義づけていた（第2条)。つまり人

文科学は自然科学と関連あるものだけという限定があっ

た。ところがこの第4次案では，その前文において「自

然科学，人文。社会科学の各部門の調和のとれた発展に

つとめるとともに」とあるように，広く全般にわたるも

のとしている。そうなると「研究・思想の自由」の保障

を明文化していないかぎり，この法語まきわめて時代逆

行の悪法であるとのそしりはまぬがれない。

ここではなお念のため一言付け加える必要がある。す

なわち，私は第2表にかかげたように「(3)研究者の(8)生

活の保障と⑥研究・思想の自由に対する障害の排除」の

施策がとられる条件があってこそはじめて「(4)科学技術

教育の振興と研究者の養成」施策が本来的なものとして

生きてくるのだと思う。それなのに基本法第4次案は(3)

と(4)とが混然としているばかりか，前述のごとくむしろ

ロI伽 ､秘dlI2｡…._.Dmk.48L』仏．投 稿

(4)に重きをおく間連いをおかしているのである。

第4に，基本法案は「情報の流通の円滑化」「知識の

普及啓発の促進」「国際交流の推進」をあげている。こ

れらの順序はどうでもいいようにも思うが，私は一応第

2表にかかげているとおり「(a)情報交流．．…物的なも

の」と「⑤研究者交流……人的なもの」とに対する援助

の施策という考え方をとり，こればやはり「A.科学技

術の発達をはかること」のための本源的な施策に属すべ

きものであるとしたわけである。それにしても基本法案

ははたして本当に公正な「情報の流通の円滑化」や「国

際交流の推進」をはかる意図があると安心してよいもの

だろうか。情「報流通に関する体制の整備，傭報処理方

式の高度化等」の施策（第16条）や，「国際的に交流を

推進」するための施策（第18条）が，時の国家権力の側

からの尺度での「必要なもの」として取り扱われるおそ

れがありはしないかと心配する。もしそうなれば発表の

自由（第12条ではこれを保障すると述ぺてはいるが）と

か成果の公開とか研究に国境なしといった基本原則は拘

束されることになる。

5．そえがきとして

いままとめられつつある科学技術基本法案は，練り上

げられながら次第に本来あるべき根本的な性絡さえ大き

く失ないかけている。本誌の1脚読者の多くが関係をもつ

と思われるこの法案が，もしこのままの姿で国会を通過

するとなると悲哀である。林学や林業技術の研究の発展

を願う者の1人として，私はこの法案に多くの人左の強

い関心が向けられるように願ってやまない。

募 集 ＃ロ 11‘O…｡｡｡』恥.伽.dfln,0,000虹1"h41fboopQ0旦口･11Hn11‘2fIOn

会員の皆様の投稿を募ります。下記の要領により振ってご寄稿下さい。会員

の投稿によって誌面が賑うことを期待しております。

図技術体験の紹介，実験・調査等の結果の発表自らためし，研究したり，調査したり，実行した結果をわかり

やすく他の会員に紹介する目的で，要点だけをできるだけ簡単に醤いて下さい。複雑な図や表はなるべく省

いて下さい。〔400字詰原稿用紙15枚以内（刷り上り3ページ以内)〕

園林政や技術振興に関する意見，要望，その他，林業の発展に寄与するご意見，本会運営に関すること，会誌

について意見，日常業務に．たずさわっての感想など，なんでも結機です。

〔400字詰原騎用紙10枚（刷り上がり2頁)〕

口上記についての投稿は会員に限ります。また原稿は未発表のものをお寄せ下さい。

口図，表，写真などを入れる場合は，上記内の制限字数から一枚について300字ずつ減らしてお書き下さい。

ロ原稿には，住所，氏名および職名（または職務先）を明記して下さい。

口原稿の取捨，掲載の時期については，編集室にお任かせ下さい。長すぎる原稿は紙面の関係で掲戦できませ

んので，お返しするか，圧縮することがあるかもしれませんから，ご了承下さい｡・

口掲載の分には，薄謝を贈呈いたします。

口送り先東京都千代田区六番町7日本林業技術協会編集室
BF0UII●……o1IjWUⅧuOoOoz0p31りり呼剛咄司m00000WOo10qQ期O6O0qp80ﾖ110叩001IOOOOOOO3nlI可llO6iIp080qOOOWo叩･UIIPOOp0000zIIp1UFOUIllOqOp0DOIWW胴川0008qOBO1IU･UF･UIIFOoO●･ﾛU0IIp11J･UUI･pqqu｡u叩,W･qOII･･････q･Up-那一qUIr.….…ID,､Ur、qⅦ
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る。つまり分布域をこえての造林の可能性は,受

動的分布を示す樹種の方が高いのである。

そこでわれわれが造林樹種としてあつかってい

るものは，一体どちらの性格をもった樹種であろ

うか。まず，カラマツをとりあげてゑると，この

樹種が火山礫原などの先駆樹種で，そうした特殊

条件の下ではしばしば見事な一斉林を現出してい

るけれども，それは植生遷移の一階程を示すにす

ぎないもので，一般の天然林内では点女と老木を

林間に残すの象で，もはや構成メンバーとしては

敗退の様相を呈しているのが常態であり，わずか

に戦場ケ原のような湿地帯に単純林の命脈を保っ

ていることなどから，この樹種があきらかに受動

的分布形態をとる樹種であることがわかるであろ

う。スギやヒノキの場合はどうであろうか。秋田

のスギ林，木曾のヒノキ林のようなものが現実に

あるけれども，それらがかなり長期にわたる人間

の労力の成果として今見るような単純林に近い林

にもちきたされたということは，定説となってい

る。それ以外の各地に見るスギあるいはヒノキの

天然生なるものはほとんど全部が，広葉樹林など

の中に点生する型のもので，結局スギ，ヒノキと

もに天然林の中では到底単純林あるいはそれに近

い林をつくり得ない樹種であると見なければなる

まい。これもまた受動的分布を示す樹種と見てよ

いであろう。このように造林樹種の大方が受動的

分布を示す樹種であり，そのことから他樹種との

競合を除去してやる人工的手段を講ずることによ

って，ようやく単純林を形成することができ，ま

た天然分布域をこえてでも造林に成功する可能性

をはらんだ樹種であるというふうに理解すべきで

ある。

このような前提条件の下に，造林作業なるもの

を考えて鍬ると，その樹種がその立地に適するか

否かという樹種の選定という前段の技術を除い

て，純然たる作業過程だけに限って承ると,｢下刈

り」なる作業が，他樹種との競合を除去あるいは

緩和して目的樹種の成立を可能にする唯一無二の

手段としてクローズアップしてくるのは自明の理

であろう。かくして「下刈り」なる作業はその操

作が単純労働であっても，造林作業過程の上でき

わめて重要な意味をもつものであるという認識を

一
一

はじめに’造林樹種の性格というものについて

少しく考えて承たい。一定の立地条件の下で他の

樹種との生存競争に打勝って最終的林相を形成す

るような樹種，たとえばブナのようなものは，立

地環境の適するかぎり優占的に分布したいかぎり

の地域に分布している。これがためにその分布域

をこえて植栽育成しようとすると著しい困難をと

もなう。たとえば武州高尾山では約600m付近に

はブナが天生しているが，その山麓に当たる浅川

実験林内では，イヌブナは正常に生育しているの

に反してブナはすでにして生育がおもわしくな

い。このような分布形式をもつものをかりに能動

的分布とよぶこととする。これに反して自然植生

の中では生存競争の弱者であって，立地条件だけ

でなく他の樹木との競合のために分布が限定され

ているようなもの，いいかえれば普通の条件の下

では生存競争の結果駆逐されてしまうが，他の競

争者にとって不利な条件が支配しているような立

地ではじめて優位にたてるか，あるいはかろうじ

て生存の余地を見出すようなものであって，これ

を受動的分布をもつ植物と呼ぶこととする。この

ようなものでは前にのべたブナの場合と異なり，

天然に分布していない地域であっても，自然条件

が適さないとは限らず，それが競合の結果の敗退

消滅が原因である場合もあって，この場合には人

為的に競合を防いでやることができるはずであ

一

ー
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あらたにしなければならない。

以上述べてきたような認識の上に立って見るな

らば，たとえ労力事情が悪かろうとも，下刈りの

手を抜いて造林に成功しようというのは，いかに

あさはかな考え方であるかがよくわかるであろ

う。由来，省力ということは作業効果をおとさず

に手を省く方法を考えるということでなければな

らぬはずであるが，往左にして省力に急なあまり

作業効果の低下をともなうような方法が横行する

傾向にあるのは困り物である。だから手抜きをす

るという考え方でなしに，実施時期および実施方

法の適正を期することによって，単位労力に対す

る作業効率をあげることを主眼としなければなら

ない。これがためには，まず第1に植栽樹種の1

生長期間における生長過程，被圧に対する抵抗性

など，第2には下刈りの対象である雑草木の生育

過程，下刈りによっておこる植生の変化などにつ

いてQ基礎的な知識が必要となってくるが，それ

らに関聯した研究例は比較的少なく，決して十分

とはいえない。

下刈りの一般的意義については，すでにのべた

が，下刈りなる作業の具体的効果は，次の2項に

帰すことができよう。すなわち，第1には，下刈

り当年の植栽木の生育にできるだけ雑草木の影響

がおよばないようにすることであり，第2には翌

年以降の雑草木の生育が後退するように雑草木の

再生機能を制限することである。

主な造林樹種の生育経過を見るとスギおよびヒ

ノキではその上長生長について桑ると，春期に生

長を開始してから次第にピッチを早め，梅雨期に

第1回の山をもち，梅雨あけから8月中旬にかけ

て谷をもち9月に第2回の山をもって10月下旬に

終息する。しかし年間を通じての上長生長の最盛

期は第1回の山に当たる時季である。アカマツの

場合には著しく異なり，上長生長は春から梅雨あ

け頃までで，その後は極端に冬芽を形成してしま

いほとんど上長生長をしない（ただし苗畑にある

当年生苗は秋までも伸長をつづけるものが多く，

また2年目の苗では，全数の3分の1位が1度で

きた冬芽が秋に向かって開笥していわゆる2段の

びをするが山地に植えられたものでは重れであ

る)｡カラマツではカラマツの植栽される地域の気

象条件もあって8月中旬までに上長生長を終り，

冬芽の形成を見るのが普通である。したがって，

アカマツやカラマツの場合にはもし下刈り時期が

おくれて梅雨あけ以後ということにでもなれば，

主たる生長期間は草の中にうずもれていることと

なる。スギやヒノキでも下刈り時期は幾分早目の

方が効果的であるが，アカマツでは特に早くしな

ければなんらのご利益もないことになる。実際に

アカマツでは本来陽樹であることもあって，しば

しば草に負けて葉が灰色になって枯れているのを

見ることが多い。多くの樹種は陽光量50影以下と

なるとかなりつよく障害をうけ25％内外のところ

ではことごとく枯死し,それより暗い所では,シダ

類，苔類などの栄饗状件の異なった植物しか生育

できなくなる。樹種による反応に差があるのは，

むしろ80～50％の間にあり，アカマツは全光線下

で最も重量生長で勝るが,スギでは80％で,ヒノキ

では70％で重量はともかく樹高樹型などでむしろ

正常な発達を示す。だからといって，スギやヒノ

キの場合に幾分庇陰を与えるような下刈りをすす

める訳にはいかない｡なぜなら下刈りは年1回(時

には2回）行なうにすぎないもので，下刈り実行

の際にまったくていねいに刈払われたとしても，

全生育期間について見れば，かなりつよい庇陰下

におかれる期間を持つことになるからである。む

しろ1回（もしくは2回）の下刈りで全生育期間

を通じて受光堕が50％以下にならないようにする

にはどうしたらよいかを考えなければならない。

次に雑草木を弱らせる効果の点については，京

都大学造林学教室でススキと，ネザサの地下部の

貯蔵澱粉量の調査を行なった実験結果によると，

ネザサでは新竹が発生して葉を展開させた直後6

～7月の間に最低を示し，ススキでは9月の出穂

期に至って最低を示している。だから株を弱らせ

て翌年の発生を減退させようとするならば，ネザ

サでは6月下旬,ススキでは8月下旬に刈払えば，

それ以後の澱粉の地下部への蓄積がおこらず，最

も貧栄養な状態で冬越しすることになってよいこ

とになるが，ネザサの6月下旬はよいとして，ス

スキの8月下旬では，春から引続き植栽木を庇陰

下にすごさせることになるから一回刈りを前提と

する場合，下刈本来の意義を失することとなって
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実際に特別に早期に下刈りを行なった場合は秋

までに再び草木の旺盛な繁茂を来し，寒害などを

防ぐ’目的を持った場合を除いては，現実に則さな

いのはよく知られている。一方最近盛んに導入さ

れている除草剤の林地への適用で，最も難点はま

ったく薬害のおこらぬ濃度では，下刈り的効果も

あまり多くを期待できないという点であろう。そ

こで地ごしらえ作業は濃度の高い薬剤を用いても

よいが，下刈りの場合は薬害のない程度のうすい

薬剤を春先の植生が硬化しない時期に用いて一応

抑圧しておき，それが回復して繁茂してきた所

で，機械刈りを行なうことによって，下刈りを行

なう時期をある程度ずらしてもかなり完全に目的

を達することができると考えるのだが，全体とし

ての作業功程の面でどういう計算になるものか現

場をもっている方左の試行の結果にまちたい。

適当ではない。

下刈り地に生ずる一般の草木類の生長経過には

大きくわけて2つの傾向があって，1つは春期に

開花して夏前に凋落するもの，2つは春夏にかけ

てさかんな栄養生長を行ない，夏秋に開花するも

のにわけることができるが，前者は下刈りの対象

としては問題にならないので，後者に主眼をおい

てその生長経過を見ると，その主要なものは伸長

の旺盛なのは5～6月で7月に至っておのおの所

定の高さに達し，それ以後開花結実の蠣備的生長

期に入るため速度が減少する傾向にある。植生全

体の繁茂状況も7月にほとんど最も密となる。そ

の最聡期に達する直前に下刈りを行なうのがはじ

めにのべた植栽木への効果と，雑草木の減衰の両

様の効果をあわせた意味で，最も有効な下刈り時

期（結果としてははなはだ常識的であるが）とい

わざるを得ない。
,.▲G･eQJもQ･臼玲.｡｡、｡｡.■凸翫も｡■CQ巳p･堅凸･･･凸辞ﾛ｡_よ兜_ひ●毎夕色｡_夕｡._設込_･･d筐_由■｡._･･口設･△｡｡｡_-.･■__･姥_ぶり･一己CD._･寺D－pbQq凸■Qお‘

一

一

クスノキは常緑広葉樹の王者的風格を具えている。4

落葉広葉樹の王者と目されるｾﾝﾉｷと好一対といえ：
よう。いずれも大枝を妙に軽くくねらせて葉叢を適当；

に配置し，何かしら木の糖が宿っているかの印象を受i

ける。センノキの大枝には天狗様を腰掛けさせたいが,4

クスノキの葉誰からは三角帽子の小人でもピョコンと§

首を出しそうである｡ｸｽﾉｷの本場の台湾にはりっ；
ぱな天然林が認められる。日本では九州・四国から本；

j

州南部の暖地に分布するが，人工林が多いので天然の；

自生範囲が判然としない。いずれにしても日本ではり》

つばな天然林は護れで,福岡市東北地方の立花山が有；
名である。しかし，東京でも小石川植物園などに見る§

ように径lmを超え為大楠が植栽され,稚苗時代を除ミ

けば耐寒性がかなりあるので，暖帯の庭園樹としては‘：

第1等のものである。クスノキを選出した兵庫・佐潤》

・熊本の3県民の気持には共鳴できる。ただ日本一の＃

蒲生の大楠や各地にりっぽなｸｽﾉｷが見られる鹿児：
島県が控えているだけに，少々後めたさを感ずる。昭；

和19年に大隅半島の中央山地に足を踏暴入れた私は，＃
j

イスのぼの暗い原始林を縫って田代村から万黒峠へ上；
がったのだが,峠から東側は一面明るいｸｽの掘伐地；
で，リュウキュウヤブイチゴなど好陽性の植物を援巣；

したことを憶えている。リュウキュウコケシノプなど；
好陰性のシダ類が秘やかにわが世の春を歌っていたイ《

f

ス林内との対象にはいろいろな意味で考えさせられた＃
§

のである。 《
要｡｡..｡0....％.･Op｡.･･･．＄O々.･･･._｡｡‘..Qﾛ,今.｡屯-,0％.､｡｡_.･Q､-....-..全_.‘全書｡｡._評｡.．｡｡._｡･･→F･．_･･.･･p､．｡。_｡U・‐･生．｡｡_．｡．；

〔県の木シリーズ〕

クスノキ

（クスノキ科）

C伽""抑”"""施
Q"""omSIEB

《
》

密

文・倉田悟（東大)，絵・中野真人（日本パルプ）
電･'漣.･屯争”b‘･ロ%制･姑り｡。CQ評｡｡､､鮎p･6％ザ･･･ず宛.b･知ヂ｡､｡p,りぃ･･凸｡.｡qも.｡●け.｡｡,ひ.合･ﾛ･･･ﾛQ●f6%･･●′､｡Oも吟･epooo･pロ
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事業を除く）は13,697千人で，うち造林作業は4,900千

人（全体の36％)，下刈作業に従事した者は延1,108千

人（全体の8％，造林の23％）となっております。

このように，下刈作業ば，経費や労働量の点からぶて

も重要性が認識されますが，問題はその適期がきわめて

短く，手遅れになればそれまでの造林投資がまったく無

駄になり，場合によっては林地の荒廃までひきおこすこ

とにもなりかねないことであり寵す。

2．適期が短い

下刈作業の適期は，目的樹種と雑草潅木（以下植生と

いいます｡）の競合の緩和と，刈払対象物の再生能力の

減退の2点から求められる（四手井先生）のですから，

生態学的な迩鬮はごく短期間となります。かりに，1地

点の適期を10日間とすれば，昭和40年度の下刈作業には

111千人が必要です。請負事業哀で含めれば，200千人

以上が下刈作業に従事しなければなりません。ところが

実際には，この半分以下の人数しか従事できませんでし

た。また，昭和40年度に下刈作業に従事した者の約3分

の1は日雇の作業員ですが，このような雇用形態は漸減

が予想されますので，下刈作業の実行は今後いよいよ困

難なものになるでしょう。

3．下刈作業の合理化体系

そこで，下刈作業の合理化を今後も推進しなければな

りません。その方法としてどのようなものがあるかを整

理してゑます。

いま国有林では，個別作業の合理化の推進と同時に，

伐採から次代林分の伐採までの全過程を通して最も合理

的な施業体系を組立てる考えを進めております。このよ

うな意味で，下刈作業の合理化技術を分類すると，次の

ようになります。

1）下刈期間を，できるだけ短くする。

ア．伐採から植付けまでの期間を短くする。

ア）伐採前地栫，先行低質材伐採

イ）伐採同時地捲

ウ）輸下植栽，並木造林

イ．除草剤による地栫で，植生を枯殺する。

ウ．枝条散布地栫や中耕をして，植生を抑える。

エ．耕転植栽を行ない，成長を促進する。

オ巣植，密植をする。

力．大苗を植える。

キ．ポット造林によって，植付け初年度から旺盛な成

長をさせる。

ク．幼木施肥を行ない，成長を促進する。

2）下刈作業の能率をあげる。

ア．作業地を集中する。

国有林の下刈作業

蕊
員
へ
『

缶
。
夕
』

『

長 谷川堯

〔林野庁，業務課〕

L同一詞

1．下刈作業の位置

ほじめに，国有林の下刈作業の年次別の推移をゑます

と第1表のとおりです。国宿林は，昭和32年に生産力増

強計画を，36年にはこれをさらに強化した木材増産計画

を樹て，森林生産力の拡大強化に努めてまいりました。

この計画の中心ば拡大造林ですから，人エ造林面積は年

年増加し，それにつれて，下刈面穣も昭矛“0年度には,0

年前の昭和30年度に比べて2．2倍に増大しており室す。

この傾向は，とくに北海道と東北に著しく，南の7営林

局はこの間に1．4倍の増加にすぎませんが，北の7営林

局では3．2倍に達しており室す。

第1表下刈面積の推移単位千ha

37138師

鱸
4274614

22

4294634

蹄~達 30131’
1

：
21123

5

21924

32133134136361

鯛:蕊
25

25

33

人工林

天然総

計

５
３
８

30535 371

3

374

一

1”30
股山村労働力の流出傾向のなかで，これだけの事業量

の拡大を逐行することは容易なことでばなく，とくに労

働力の不足している北海道での事業拡大には多くの困難

がありました。労賃の推移をみても，昭和40年には全国

平均で35年の2．1倍に達していますから，経営としても

これは大変なことで，このために省力技術を中心とする

作業の合理化が強力に推進されました。

つぎに，下刈作業の国有林野事業全体のなかに占める

位置諺汲ますと，昭和40年度では，総事業量（管理謎等

を除く）411億円のうち造林聯業鍬は38％の157億円で

あり，下刈作業の経費は造林事業麓の29％にあたる45億

円に達しております。

労働量で象ますと，昭和40年度の全雇用延人員（請負
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目的を考えないで下刈とb、う言葉にとらわれますと，

妙なことになります。草生造林ば下刈ではなくて「下草

生やし」ですし，除草剤による下刈などもピンときませ

んから，なにか新しい言葉がほしくなりました。

5．全作業体系のなかで考える

伐採をする前に，伐採，搬出，地栫，植付け，下刈･“

…の各作業の方法をどのように組合わせたら，価値の高

い林分を経済的に造成できるかを検討して作業体系を設

定し童す。伐ってしまってから更新方法を考えたり，植

えたあとで下刈作業の省力化を図ろうとしたりでは，合

理化の余地はほとんどでてきません。また，旧来の作業

順序を変えることで，各作業とも大幅に合理化でき，あ

るいは生産力を高めうる場合もあることがわかりまし

た。

そこで，伐る前に作業体系を設定する必要があり，い

ま各営林局長ともいろいろな条件ごとの体系モデルを作

成しております。たとえば，帯広営料喝では，立地級，

地形，伐採方法と枝条の量，植生の種類と量，労務事情

などの因子を組合わせた57のタイプごとに作業体系のモ

デルを作成し，現場で体系を設定する場合の参考にして

おります。青森局では，上木を6種類，植生を4種類

（計24種類）に区分し，それぞれに，地推の時期・方法

・薬剤の場合は種類と散布量と時期，植付けの時期・方

法，施肥の時期，下刈の回数・方法（人力・機械の種類

・薬剤の種類と散布鐘）の標準型を示しております。

まだ，伐採，林道等の作業との関連が十分でなく，

PERT等も研究中で未完成ですが，技術開発営林署を中

心に検討を進めることにしております。

前おきが長くなりましたが，以上の体系のなかで下刈

作業の合理化を進めます。そして，下刈作業の省力が全

体系のなかで最も重要なポイントであれば，さきにあげ

た諸技術をフルに活用した作業体系を設定しますし，経

費節減がポイン1，であれば，それに適した組合わせをと

ります。青森営林局の簡単なモデルを第2表に例示しま

す。

もちろん，他の工程の省力や経饗節減のために，下刈

のエ程を普通以上に伸ばすこともあります。要は，その

林分の生産力目標へ達成するうえでネックとなるものを

打開する方法を将来にわたって明確にし，それに適した

体系を組立てることです。

なお，さきにあげた諸技術の多くは，主目的ばそれぞ

れ別にあって，同時に下刈作業の省力や経費節減にも役

立つものであることをおことわりしておきます。

6．機械化

下刈作業のha当りの人工数は，昭和30年度には全国

イ．作業道，歩道を整備する。

ウ．植生の鐘を減らす6（除草剤散布，根元被覆，枝

条散布地栫中耕など）

エ地栫をていれいに行なう。

オ．植付け方法を工夫する。（列植，巣植え）

力‘下刈仕様を工夫する。（筋刈，隔年交互筋刈，坪

刈，中段刈）

キ．除草剤散布，とくに空中散布を行なう。

3）作業期間をのばす。

ア．除草剤を散布する。

4）下刈に代わるものを行なう。

ア．草生造林

イ．放牧造林

5）植生との競合に強い品種をえらぶ。

4．合理化体系推進の考え方

上にあげた各種技術を実行するにあたって，前提とす

る考え方を3つあげておきます。

第1は，さきに述べた全作業体系のなかで考えるとい

うことです。これについては，後で詳述します。

第2は，地域性を重視するということです。上にあげ

たもののなかには，いわゆる篤林家的技術もいくつかあ

って，国有林のような大規模経営にはそぐわないと思わ

れるものもあるでしょう。たしかに篤林家林業と国有林

野事業を全体として比較すれば，規模には大差がありま

す。ですが，これを，1トンの木造船をつくる船大工

と，10万トンのタンカーを建造する大造船工場に見立て

るのは当たらないように思います。

国有林でも1カ所の造林面積は平均5haくらいなもの

ですし，社会，経済条件も多様です。また，造林作業

は，一つの作業地のなかでも，池膠，土壌，植生等に応

じて，きめの細かい作業を行なわなければならないもの

です。さらに，全体としては省力化，経費節減を図りま

すが，相当集約な施業を行なうべきところもあります。

ですから，上にあげた諸技術が有効な場所には，穂極的

に導入する考えです。

第3には，‐ド刈作業の目的は，目的樹種の成長の促進

確保にああことを明確にすることです。条件によって

は，潔癖に刈払わないほうが良い場合もありますし，事

業として実行するのですから，つねに全作業体系のなか

での経済性を考えて必要最少限にとどめるべきです。目

的樹種と植生の状態によって，現地できめ細かく考える

ことにしておりますが，適正な時期と方法を科学的に決

定する手法の確立を急がねばなりません。林試の中野氏

の提唱される下刈効果圏の考え方などを参考に，研究を

進めております。

一
一

一
』
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推進し優秀労務を確保したい

と考えております。また，請

負事業について承ますと，現

在でも，全国平均で6％の機

械化率にとどまっておりま

す。機械の購入資金や労務の

問題と考えられますので，機

械の貸与や技術指導に協力す

るなどして機械化の推進を図

り，事業の円滑な運営を期す

ることにしております。

機械化は，作業比率だけで

なく，下刈作業の目的にそっ

た作業能率の向上が推進さ邪

なければなりません。このた

めに，他工程との関連強化や

人間エ学的な技術開発を進め

ておりますが，稜種も大きな

問題の一つです。下刈の機械

作業の97％までは携帯式の刈

が，その多くは地栫と兼用の

第2表諸技術の組合わせによる下刈作業の合理化1 廠森営林局

-］｜』’21314151＄霊墓職建 7一リ
ー

下刈
（1回）

下刈
（1回）瀞圃)|騨回）普通作業 準備地椿

（1回）

（伐採
地栫）

鰯
栫
仮
鮒
ｊ

地
燗
蝿
掘

伽
準
・
穴

準
く
植
植

鮒
り
を
る

（当年度
地椿）
耕転植付
下刈
（1回）

て聖彌瀝

灘熱
下刈1回

回)|W")耕転植栽

緋繩栽と林|蝶'’地施肥
準附地栫

下刈
（1回）
（薬剤）

下刈
下刈

（1回） （1回）（薬剤）
i&鮮削準伽地捕下刈に除草剤~

(当年度

蝋惨裡
耕議植栽） 繍瀞.>|W･’総辮幣繍

鵜静紳．，礁箪剛“植栽と下刈に
除草剤

払機で行なわれておりますが，その多くぼ地癖と兼閉の

10～14kgの刈払機です。下刈専用機に切りかえるべく，

小型刈払機や確動下刈機の研究へ進めております。

煮た，より雑本的には，下刈作業の機械化を今後とも

携帯式の刈払機によるのか，自走式の中型刈払機か,I、

ラクダか，あるいは除草剤の空中散布によるのかの問題

があります。今後の研究課題ですが，第5表でわかる地

形から難ても，将来ともいろいろな組合せを労務の状況

第5表傾斜別の面積比率単位％

詞壼-両字轤｡'‘｡”．’・蕊｡"・鮭”

平均で8.9人でしたが，10年後の昭和40年度には5.0人

に減少しています。最初にのべた事業量の大憾曽大をな

しえたのは，このような合理化が達成できたことによる

のですが，その主役はなんといっても機械化でした。

造林作業の機械化試験は昭和29年からはじめられ，実
用化は昭和33年度からです。圃館営林局に例をとって，

機械化の推移を象ますと第3表のとおりです。

第3表下刈作業機械化の推移函館営林局
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(録も急斜）注機械化率は，直営作業面積に対する比率第4表も同じ。

国有林全体の槻械化の推移は第4表のとおりです。

第4表下刈作業の機械化の推移

第6表除草剤による下刈作業の推移単位ha
一
一

－ －

'371381391401411儲 考－
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以上のように，下刈作業の機械化はここ数年急速に進

展し，帯広や札幌営林局では90影に達しております。一

方，前橘営林局はまだ25％ですし，内地では50％に達し

たところはあり寵せん。これは，地形，植生，労務事情

等によるのですが，労務事情の推移に先行して機械化を
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に応じてとることになると思われ室す。

7．除草剤

国有林への除草剤の導入は機械よりもふるく，昭和25

年頃からすでに試験が行なわれておりますが，実用化さ

れたのは，第6表のとおり，ごく最近のことです。

国有林の薬剤導入は，基礎試験→適用試験→瑚業化試

験→実用の段階をふんで行なわれます。下刈用として，

現在実服している薬剤は17種類(NaCIO3系14,245T

系2,ATA系1),事業化試験を行なっている薬剤は7

種類(NaClOs系6,245T系1),適用試験は21種類

(NaClO3系8,NHｨSOaNH2系6,245T系2,その他

5)，基礎試験ば20種類について実施しております。

このように，現在事業化している薬剤のほとんどは塩

素酸蝋ですが，これの対象となるササは第7表のとおり

国有林の造林対象地の3分の1強を占めております。あ

と半分近くが撒水，2割が草木等によって占められてお

りますので淵嘩瀧木用の薬剤の早期開発が望まれます。

名古屋営林局の下呂営林署では，現在の薬剤を第8表の

ように使いわけております｡、

第7表植生別の面積比率単位％

このため，現在の薬剤価格および労賃水準では，全部

が採算ベースに乗りきれませんが，きたるべき時代に備

えて除草剤作業の推進に努めており室す。少量散布で選

択性の効果の大きい薬剤の開発を切望しております。

嗣館営林局の実績によって，人力，機械，除草剤を比

較して承ると，第9表のとおりです。

第9表作業種別の下刈作業対比表ha当り函館営林局

鱸､:鱸鐙”‘濡
人

磯

鰯:劃‘撫::;‘雛劉

100

116

274

236

刈払い

薬剤散布
rニー司

一

注1．薬剤は，塩素酸塩粒剤をha当り100kg散布とする｡

2作業地の位侭面談によって空中散布費は800円"'a程度
かかることもある。

全国平均で考えても，昭和42年度のha当りの下刈経

費は約10,000円ですが，除草剤作業の場合は薬剤代だけ

で8,000～12,000円かかりますから，散布経費だけかか

り増しになります。したがって，単年度では省力にはな

っても，縫費面で使用しきれません。しかし，除草剤は

翌年度以降にも効果を及ぼし蚕す。たとえば，下刈終了

予定1年前のササ地に散布して柚殺し室すと，翌年の下

刈は省略できますし，さらにそれ以降の被圧の防止（下

刈終了の2－3年後にまたササ丈のほうがのびて造林木

を被圧することがよぐあります)，つる切りや除伐の省

略も期待できます。また，糊職したあとは植生が変わり

ますので，作業の容易な植生に転換できれば，経費面で

も十分引きあいます。除草剤作業はなるべくこのような

林地を選んで行なうようにしております。

労力の絶対量が不足している場合にも，除草剤はとく

にヘリコプターによる空中散布は第10表の例挺承るとお

りきわめて有効です。

第10表空中散布と地上散布の労力比較(54ha)
前橋営林局

全国平均

旭川
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第8淡除草剤による下刈作業の区分下呂営林署
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散布方法|散布鰍薬剤

kg/ha
l30
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NaCIO3

〃

DPA+ATA
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〃

空中

地上

"(総樋）
－

"（〃）

地上

一
宅

雑草瀬木

区 分噸瀞
散布一人一人
へリポート渇穀40,07

fl鱈，その他
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計13

誓吾薔
‘258

258

l －lll機械刈払 4．7

ところで，林地除草剤については，効果発現の態様，

幾効性，林地へ与える影響，植生の転換，薬害と成長に

及ぼす影響聯業として行なう場合の適正な量と散布方

法，エ程などで，まだ完全にほわかっていないものもあ

ります。そして，これらが土壌，植生，気象等の因子と

微妙に関連していますので全国的な規模で解明しなけれ

ばなりません。また，薬剤の効果や薬害は，散布技術に

大きく左右されますので,十分訓練する必要があります。

さらに除草剤の有利な場合として，つる処理があげら

れます。従来の方法ですと，地栫，下刈と10回近くも刈

払いするため株数力轍増して，下刈終了後数年を出ない

（15ページにつづく)
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が近いことと，主として自家労力によるということもあ

って，足が肥料だということがいい伝えられている。つ

まり，たえず造林地を見回り，下刈・枝打ちなどを集約

にして，その成綴を競っているなどの例も少なくない。

それらは土地生産力を満度にあげるという点では，まこ

とに結構なことで，その努力に対しては，もちろん一点

の非のうちどころもないわけだが，これをもって一般的

な造林仕立方法だというわけにぱいかない。

したがって，企業のやる造林としては，もちろん雇用

労働力をベースとしていくこととなるので，とてもこの

ような篤林家的なことはまねるべくもない。すなわち旧

来の技術体系は尊重するとしても，大型造林の立場とし

ては，ある程度作業の標準化も必要となるので，痒いと

ころに手がとどかなくてもこれは止むをえないことであ

る。菫た計画造林として，その投資額が巨額にのぼるこ

とになると，そこに事業投資としての性格から，賓本の

早期回転，投資効果などの問題も，重要な因子として考

えていかなければならない条件となるわけである。

またこれらの一般的なことの外に，最近では土地の値

上がり，労働力の不足，労働賃金の上昇などという造林

の投資環境の悪化がおきているが，これらはもちろん企

業の造林推進には直接肌に感ずる最も重大な問題であ

る。これらの事情に対しては，それぞれ創愈工夫をこら

して対処してきたが，その結果は，大勢として造林事業

の著しい減退となって現われていることを特にのべてお

かなければならない。

造林地の下刈・手入れということは，今更改めて説明

するまでもなく，普通造林仕立のプログラムの中にある

主要な事業項目である。しかし本稲では，企業の行なう

計画造林。事業的に行なっている大型造林という立場か

ら，この下刈・手入れを含めた問題点について考えてい

くこととしたい。

垂巨

はじめに，わが国の人工造林がたどってきた経過を考

えてみると，最初は天然林が伐採利用され，そこに初期

の人エ造林が開始されて，それが次第に展開してきたも

のだと想像される。したがって造林は自然発生的に行な

われてきたものだと思うが，現在では，これを国の施策

として促進しなければならない時代となっている。この

展開の中での人工造林は，一方では農山村の余剰労働力

を消化する場として，山村経済の主要な柱となっていた

ことも事実である。この状態は，つい最近（10年位前）

までつづいていたが，こうした過程の中で，長い間の林

家の経験をつゑあげ，組立てられて今日の造林の仕立方

法（技術体系）かできあがったものだと考えられる。し

たがって，今日に受けつがれている技術体系は，多分に

豊富な労働力を背景とし，しかも山村の経済を支える主

柱の役割りを果たしながら発達してきたものだというこ

とになるが，現在でもこの造林方法は土地生産性を確保

する手段として林家の金科玉条となっていることに注目

しなければならない。

すなわち，この技術体系の中には，一般に林木育成の

長期性をそのまま肯定する傾向が流れているし，また造

林仕立に要する労働力の需要についても，観念的に慣行

にたよることが，依然として残っているのではないかと

考えられる。ましてや造林を投資対象として企業的に分

析するというようなことは，多くの場合，ただ漫然と見

過されていると考えるのは，ひとり筆者だけではないと

思う。

これらの傾向は，いわゆる小規模林家の分野によく見

受けられることである。鮭家林の場合などでは，事業地

－

″

いまここで，参考までに紙・パルプ産業が実行中の造

林事業の推移について簡単にふれあこととしよう。この

計画造林は昭和25年に開始したものだが，これは，紙・

パルプ会社が疹勃nして，全国に亘って計画的に行なって

いる造林である。その実行量は，参加会社を増すととも

に年為増大し，36年度には最高26社,14,832haの線に達

している。この間の造林実行は年を順調に行なわれてき

たが，その後は前述の投賓環境の悪化に阻まれ，急速に
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造林戯が低下し，現在では計画目標の1/2に当たる7～

8,000”の線を低迷している状態である。

このうち保育事業は，計画造林の進行とともに逐年事

業瞳を増し，最高は36年,89,000haに達したが，そ

の後はやはり造林量の急減とともに減少し，現在は6～

70,000haを前後する事業量を実行中である。また毎年

の事業投擬額は，最近5カ年間は，参加会社の努力によ

って13～14億円の線が確保されている。ここで以上の造

林経過を総合すると，昭和25～40年の16年間の総造林面

溌は156,000haに達し，その総事業投資は120億円の巨

額を示している。

以上のように本産業の造林は，いわゆる計画造林であ

って，普通林業の材糞経営の中で行なわれる造林と異な

る点を二つあげることができる。すなわちその一つは本

質的な問題として，要造林地を購入補充しながら計画造

林をつづけていって，最終的には，それぞれの会社の規

摸に応ずる林業の経営単位を造成するという目標のもと

に実行していることである。もう一つは行政的な問題と

して，本産業の造林はいわゆる義務造林だといわれてい

ることである。すなわちこれは各会社ごとに行なわれる

パルプ般術の新増設に対して，行政指導によって一定の

造林の実行が義務付けられ，これを計画造林にくり入れ

て実行していることである。

倒の状態がつづいているということである。

ここで，この計画造林に適用されている国の造林施策

を摘録して象ることとしよう。

現在，経営面稜500ha以上の造林者に対しては低利資

金の制度金融による指導が行なわれている。一方造林補

助制度は，造林体系の中の新植だけに適用されているの

に対し，制度金融では全事業項目を貸付対象としている

ことは，計画造林の実行には確かに適当な施策だと考え

られる。しかしこの制度は貸付期間30年（据侭20年，10

年均等償還）という長期低利賛金であって，十分林業投

資の長期性を勘案したものだということができるが，こ

の制度の貸付条件iこは金利の点で，小造林3.5影，大造

林5.0影という格差が設けられていることを指摘しなけ

ればならない。

前述のように計画造林は，その目標達成までは投資一

辺倒の負担が重圧となっている。いま年利率5.0％の金

利を考えてみると，計画造林として毎年同額の貸付をう

けていくとすると，据置期間である20年目には，据置金

利の支払額が，年度借入額と同額となることである。し

たがってここで要請したいのは，先に指摘した経営規模

による貸付金利の格差を撤廃することと，もう一つは現

行制度は，単位造林については低利長期資金の性格であ

っても，これを組象合わせた計画造林の場合は，その投

資負担を軽減して実行の促進をはかるためには，なお制

度として改善の余地が残されているということである。

次に税制としてば，法人の行なう造林に対し，次のよ

うな取り扱いが行なわれている。すなわちまず第一に，

造林に投下する一切の費用は，原則として山林の取得原

価だと割り切っていることである。この原則の上にたっ

て，将来の輪伐経営を目標として行なう造林(計画造林）

に対してば，造林費のうち保育費，管理饗は損金として

経理することか認められている。また以上の外に拡大造

林については，地栫養，治山工事饗，造林歩道費は5カ

年均等俄却ができることになっている。これらの税制措

置は，何れも法人の計画造林の経理上の負担を軽減し，

その投資意欲を振興する施策であって，実際面でもその

効果は，造林投資に有効に作用していると思われる。

戸匡

先にものべたように，企業の行なう造林は，明らかに

事業投溌という立場をとらなければならない。本来造林

は長期投資だといわれているが，林業を企業として考え

ると，こんなに長期の投資期間を要するものは他に類例

がない。正碓にいえば，計画造林の場合は，人工林化が

進んで行って輪伐のできる経営単位に達したときに，い

わゆる投資時代が終了するということに解せられる。

この長期に亘る造林仕立の過程を項目別の区分に従う

と，普通，新植に始まって，補補，下刈。手入れ，枝

打，除伐などのように配列されている。この場合，一代

限りの造林（単位造林地）では，一年ごとにこれらの事

業項目が実行されることになるので，その投資負担は毎

年低減していくこととなり，極端ないい方だが，保育期

間が経過すれば，その後はほとんど直接投資はなくな為

わけである。しかし一方計画造林の場合は，新植開始か

ら，毎年各事業項目を加えていって，ある一定の年数が

たてば全事業項目に亘る投資を，その計画目標を達成す

るまで,毎年くり返していくことになるので,これが計画

造林の投喪負担を重くしていることになるわけである。

いいかえれば，企業としては，計画造林を開始した以

上は，その目的を達成するまでは，収入のない投資一辺

一
』

本題の一つである下刈・手入れは，もちろん計画造林

では非常に重要な意義をもっている。つまり企業として

は，当然のことながら，一旦投資した造林地は資重な資

産である。これを保全していくことは造林者の責任でも

あるし，またこのために必要な保育事業饗は，万難を排

しても計画の中で確保しなければならないことである。

－14－
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一

錘

全

この場合の保育事業は，当年度の新植地はもちろんのこ

と，保育を必要とする既往造林地の全部を対象とするこ

とになるので，その事業量も，また事業費においても，

年度造林事業の中に占める割合が非常に高い。すなわち

これが計画造林においては最も重い負担となって，その

遂行を困難ならしめているものでああ。

さらにその実行面でも問題は少なくない。保育事業

は，その作業方法・程度を選択する基準として，造林目

的，樹種・年齢，地況。気象，施行時期などを些細に検

討して決められることになっているが，今日の投資環境

を考えると，費用最小の原則を貫ぬくことが最も必要な

条件となっているので，特に保育事業においては，作業

の合理化と省力について，一層の創意エ夫が要請されて

いるわけである。

保育事業の内容はほとんど労働力であるが，実際には

その絶対量が大きいばかりでなく，この需要が時期的に

集中するものなので，今日の労働事情の中で，その実行

を確保することは，非常に困難な状態におかれている。

このため，この労働力を代替する機械の導入も必要であ

るし，さらに進んでこれを除草剤におきかえることも，

真剣にその実用化に努力しているのが現在の姿である。

林業の機鯛上は，今日の労働事措における省力と，能

率向上のために最も重要な方向である。なかでも労働力

の需要の高い保育事業の刈払機嘘，確実に省力の役目を

果たすものとして，企業の造林でもその普及率は急速な

のびを示している。林業の機械化はもちろんその事業地

の規模（事業量）によって効率的に決められることであ

る。しかし企業の林業では，事業地が分散していること

と，刈払機でもそうだが，犠械そのものの稼働が時期的

に制約されるということもあって，これらの内部事情か

ら，事業全体としての機械化は，必ずしも十分だとはい

いえない状態である。しかも刈払機のような比較的軽量

のものでも，事業地間を移動して共用することは，理想

論であって，実際にはなかなかむずかしい問題だとされ

ている。

メI鰹機は関係者の努力によって，次第に改良が加えら

れてきているが，広く使用者の意見によって，さらに能

率的なものとなることに大きな期待をかけているもので

ある。

また保育事業における薬剤の使用は，省力の方法とし

て最近最も脚光をあびている方向である。しかしこれに

は，その目的である林木の育成にマイナスであってはな

らないこと，薬効の程度などが，事業実行上要請される

点となっている。大型造林における除草剤使用の状態

ば，まだ造林木の生理，造林地の環境に及ぼす影響など

も今後の問題となっているので，多くの場合試用の段階

を出ていないと思われる。しかし今後労力払底の中で保

育事業を完逐していくには，好むと好まざるとにかかわ

らず，薬剤の使用を選択することが重要な問題となるで

あろう。造林用除草剤の研究開発は今日なお関係機関で

努力されているが，産業の造林としては，前項とともに

これに大きな期待をもつものである。

以上かけ足で企業の実行している計画造林と，その問

題点についてのべてきたが，本産業の造林は開始以来，

すでに18年目を迎えている。これまでは，主として造林

・保育を中心として，その要請である造林成綴の向上を

はかることはもちろん，その上に量の確保と事業機の節

減を期して，あらゆる面に独特の創意工夫をこらして努

力してきたといえる。しかし今後はこれに既往造林地の

育林事業も加わることになるので，その投資負担はさら

に重さを加えていくことになると思う。

これに加えて，最近は造林の投資環境の悪化のため

に，すでに事業量において大幅な低下をきたしているこ

とを思えば，この計画造林の実行は，最も困難な時代に

さしかかっていることは確かである。したがって現在当

面している問題点は，すべてが重大であるとともに，そ

の項目も非常に多いわけである。これらについては，本

産業の造林委員会においてそれぞれ検討が重ねられてい

るが，なかでも従来の造林仕立方法に対する創意工夫

が，その中心となっていることを，ここに加えておかな

ければならないと思う。

（12ページよりつづく）

うちに手がつけられないクズ山になる例がしばしばあり

ました。ところが’クズの切株に塩素酸塩あるいは245

T系の粒剤を盛りますと（できるだけ伐採前の株数の少

ないうちに)，ごくわずかの経饗,労力で完全に根絶でき

ます。ススキのスポット処理も有効な方法です。このほ
0

か，塩素酸塩に野鼠に対する嫌忍性のあることも判明し

ていますし，除草剤によって，まったく新しい技術体系

が開発される期待は大きなものがあります。
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一

マツタケの人工増産について

－潅水によるマツタケ増産試験一

西門義一，古谷宏爾

〔西門菌類研究所〕

冷却することはむずかしい。

けれども降雨については，その不足は人エ潅水によっ

て補いうるので，潅水を試ぶられたことがある。古くは

大阪営林局奈良営林署部内や同西条営林署部内の国有林

での試験(1935)などがその例で，マツタケ発生に好影響

のあった由が報ぜられている(象やま8：53～56,1936)。

板橋正人氏は谷水を引いての潅水で，マツタケ増産の効

果をあげたと，興味あ為発表をしている（広島県でのマ

ツタケ協議会1965)。ただ衣川氏（大阪府大紀要1963）

は瀬水の効果は認められなかったと報告しているが，そ

の泌刻くは8月30日から9月15日までで，しかも試源蔵爾積

が0.5m2での結果ゆえ効果の判定はむりのようである。

筆者は前から，マツタケ山の潅水を主張しており，大

阪営林局のマツタケ人工増産に関する試騒計画書ならび

に方法祷（1943）でも，潅水法を掲げた（材試研体協賓

アカマツNo.3,1965)。兵庫県三田市でのマツタケ施業

改善協識会（1963，’0/23）でも溌水を推称した（マツタ

"p.19,1964)。

2．マツタケ発生の適温期間および降雨日分布の適否

気象的因子で着鍬の日平均気温18～9.Cが数日間続く

とマツタケが芽を切り，これが13｡Cぐらいが続くよう

になると秋の発生がとまる。また秋の早朝，人の呼気が

白く見える頃になると，茸が出ると言われてきた。人の

呼気はほぼ25～6.Cで，これが早朝水蒸気の飽和に近

(最近10ｶ年間の茨木市見山における大阪府での観測結果による）

はしがき

マツタケは秋の味覚の王者であるが，近年その産額が

激減して貴重品化してきたことは，まことに遺憾な次第

である。何とか増産したいというのが産地のものの念願

であったので徳本孝彦氏は農林省林業試験場関西支場長

時代に関係者を誘導し，その増産態勢の推進を企画せら

れた。それが浜田博士らの編集によるマツタケー研究と

増産一の出版（1964）となり，これまでの試験研究の業

績が集大成せられて文献録とともにこの方面の研究に資

したところが多い。筆者はこれに関連して，マツタケ増

産の手近な方法として，溌水を試承たが，予期以上の成

果を得たので，その報告をする。なおこの結果の一部は

岡山県主催マツタケ増産協議会（1966,10/"）で，また

大阪府農林部刊行の「山」23号(1967,1/15p.8～9)に

も概報した。

1．沿革

マツタケ発生に関連する因子は非常に多く，土壌的，

生物的および気象的のものがある。その気象因子とし

て，犬飼，名越氏（1939）は温度，降水髄，降水状態の

3つとし，春秋両季21～27｡Cの期間を発生に対する温

度数値，秋季14～20｡Cを示す期間を発生に対する温度

数値として，降水状態などにより，これを修正した。そ

の気温に関しては衣川氏（大阪府大紀要1963）は発茸に

ついて冷却実験をしているが，実際問題として人工的に

第1表マツタケ発生の豊凶と発生適温期間内の降雨状況

一

一

｛
』

3334

中作豊作

10月3日.10月12日

160.539．3

5 3

27．833．3

7 3

3637

豊作凶作

10月8日9月26日

27．0121.2

4 7

30．828．0

4 9

’ ’’年度

マツタケ発生窪慶

日最低気温16｡C下降日付率

稜算降雨量XnIn**

降雨日数日*＊

降水確度％*＊

マツタケの要降雨日数＊幹

35

豊作

10月3日

80．5

5

27．8

5

40

凶作

9月18日

8．0

2

8．7

16

41

中作

9月26日

50，0

5

20．0

8

38

中作

9月17日

93．5

7

29．2

6

39

中作

9月24日

209.5

10

37．0

6

32

豊作

9月18日

116.4

10

43．5

3

’

，備考＊各年の臼最低気温が16｡Cに下降し以後これに近い澱低温の続いた媛初の日。
＊＊降雨量，鯖蒋日数は日般低気温が16｡Cに下降の日から10月20日までの間の聞彌で示した。ただし9月20日以前に16｡C
以下になった年のは10月10日までの降鞆を示した。
＊*＊マツタケの発生する気温になってからは適当な間隔で，降雨があるの力嘆ましいので，それを3日に’回と仮定し，各年
の降雨日数の分布につきこうした意味の比重を加算した数値をマツタケ発生のための要降類日数とした。
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い大気中で凝結し白く見える温度は15～6.Cぐらいであ

る。それで秋の日最低気温の16｡Cく・らいが数日間続く

時から茸の発生が始まる。また日最低気温が連続10｡C

をくだると，茸の発生が止まる。

こうした意味から，日最低気温が16｡から10｡Cぐら

いの期間はマツタケ発生適温期といいうる。この適温期

の温度，降雨状況につき，茨木市見山地区（繁者の試験

地から約1kmの土地)における大阪府での観測結果と，

マツタケ発生の豊凶との関係を検討した。最近10カ年間

の大阪府のマツタケの発生鋤（府以外ならびに全国のも

のをも参考）につき，(1)豊作，(2)中作，(3)凶作とに分け

た。これとともにその年のマツタケ発生適温期に入った

日付，適温期間内の降雨溌算量，降雨日数その他を鯛べ

た。その数字は第1表のごとくである。

この表では降雨溌算量，降雨日数，降水確度などと豊

凶との相関ばはっきりしない。これについては筆者は降

雨日の分布の適否が豊凶を定すると思考している。1955

年広島県でのマツタケ増産協議会でも，同県世羅郡甲山

町主催の増産講習会でも，この点を強調した。

マツタケ発生適温期中に降雨がいかに分布しておれば

良いかは，にわかに決め難い。けれども筆者は仮に3日

に1回の降雨のあるのが望ましいとして，降雨のない日

が3日間続くと（－1日）とし，さらに連続3日間雨が

ないと比重をつけ（－2日）とし，なお続いて3日間雨

がないと（－3日）とした。こうした(－)付の日数は，

マツタケがその発生に要する降雨日数を表わすと考え，

筆者はこの日数の総和を，仮にその年のマツタケの要降

雨日数とした。この際5mm以下の降雨は便宜上一応こ

の計算から除外した。降雨のなかった日でも，その日の

雲量，蒸発量，風速など，茸の発生生育に影響すべき項

目も少なくないが，ここでは計算外においた。

こうして計算したマツタケ発生の要降雨日数と発生錘

との関係は，第1表の示す通りである。要降雨日数が5

日以下になっている昭和32，34，35および36年は豊作で

あった。降雨日分布のよくない要降雨日数が9日以上で

あった昭和37年と40年は凶作，それが6～8日の昭和

33,38および39年はほぼ中作であった。こうした訳で繁

者のいう要降雨日数と，その年のマツタケ発生量とは，

割合高い相関をあらわしている。

3‘潅水の時期

マツタケの発生と降雨との関係については，8～9月

に雨量の多い年が豊産といわれてきた。しかるにマツタ

ケ発生適温期に降雨日が適当に分布していると茸の発生

が多いという事実を第1表は示している。この点につい

て考察して象たい。

〆

シイタケの栽培，とくに生シイタケの不時栽培などに

おける，芽切り操作の実態を考えると，菌糸のよく蔓延

した完熟ホダでも，浸水芽出しなどの取扱い方いかん

で，茸の発生量に大きな差があらわれる。すなわち完熟

ホダ木でも，雨降り続きなどで，ながく湿潤状態にあっ

たものを，そのまま浸水し芽出しすると茸の豊富な発生

は望めない。けれども完熟ホダを抑制または貯蔵して，

ある程度乾いたのを，その芽切り適温の時期になってか

ら，浸水し十分吸水させ，さらに適宜風乾してから芽出

しをすると，シイタケ原基が豊富に形成される。そして

茸が発生し始めてからは空気湿度を十分に保つようにぎ

ると，その数も多く形も大きくなる。

マッシュルーム栽培においても，マッシュルーム原基

形成期に，菌床が湿潤であると茸の発生は僅少である

が，適当に乾燥していると原基形成が多い。その後に菌

床表面に水分を保たせるようにすると，茸が見事に発生

するものである。

マツタケの原基形成機作をシイタケ，マッシュルーム

などのそれと同一視することには無理があるとしても，

類似の点もあるほずである。その原基形成期にはシロ

（代）は適当に乾燥しており，空気の供給のよい状態で

なければならない。これはマツタケの発生が尾根筋に近

い，少なくとも中腹以上の，水はけのよい乾燥気味のヵ

所に，限られていることからも類推できる。それでマツ

タケ発生適温期前の原基形成期の潅水は，むしろその形

成を妨げるようであるから，潅水はマツタケ発生適温期

になってからにし，これによって発生力所（シロ）の地

表部，ならびにその近接部の空気湿度を高めることがで

きれば，マツタケの発生が豊富になる訳である。

この意味で築者はマツタケ林の潅水は，その発生適温

期に行なうことにした。8月末から9月中下旬にかけて

は，台風の来ることが多いが，その時の雨水を溜池にた

めておけば，これで十分給水できるはずであるから，こ

うした意味での天水用溜池を造った。

なお発生適温期以外の潅水試験については，筆者は未

着手で，近く犬飼，名越（1939）氏らのいうマツタケ菌

糸生育期間での，溝水の影響を試験したい。

4．試験地の設定

この潅水試験は1965年から計画したので，最初ほ(1)大

阪府茨木市大字泉字ゼゾノ谷153番地，(2)字オガ山215

番地，(3)字スケノ谷235番地，(4)字向井山404番地の4

カ所公簿5反歩について予備調査をした。これらば35～

50年生のアカマツ林であった。同年はこの地区のマツタ

ケ発生はきわめて少なかったが，発生状況などから，字

オガ山215番地1反歩を試験地に決定した。この試験地
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日，220日といわれ陶菊があるので，この雨水を溜池に

集めるようにした。

6．潅水の方法

マツタケ発生適温期になって，前年発生を確認したヵ

所すなわちC-1,E-1,F-1,F-2およびG-1とG-2

のシロ（代）およびその周縁を試験区とした。上記溜池

の水を径15mmのピニールホースで引き，その先にシャ

ワーの金具を取付けて散水し，1回の瀬水簸は降水量に

して10-15mm程度とした。瀧水はマツタケ発生の適温

期になってから，適当な間隔に降雨のない時に行なうの

で，本年は10月1日から開始し，その後は1日おきに激

水した。その間に降雨があるとその日からまた1日おき

に瀬水した。初めC-1のシロ（代)を瀦水区としたが，

第2表マツタケ山の瀧水とマツタケ発生本数

は標高350-370mぐらい，実測約1.3ha,南面したl0-

15･の傾斜地で中央を梁線にして東西両側にも傾斜し

た,40年生ぐらいのアカマツ林で，わずかにヒノキを混

生している。マツタケは約10年前から出始め，主に中央

梁線に近いヵ所に発生した。

5．溜池の造成

マツタケの増産にあたっての潅水には，一般に誰でも

が実施しうる方法であることが望室しい。筆者はその瀧

水の方法として，各マツタケ山の最高地に近く，雨水の

流れこむ，集水に便宜な力所に溜池を造成し，これに溜

まった天水を，落差を利用し必要に応じて，手軽に適宜

瀬水できるようにしたい。それで上記マツタケ減水試験

林では股商部から約60m離れた下方に大きさ約5×4×

2.5m(50m3)の溜池を造成した(写真参照)。なおこの

溜池の内壁には，瀧魚水槽用ビニールフィルムで池の形

「
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鮒考日付の霊は1966年10月の日付
天候の○快晴①晴◎曇●大雨・小雨
Wは潅水を示す。数字はマツタケ発生本数を示す。

10月7日の調査で潅水が著しく有効なことを認めたの

で，その後E-1にも潅水した。F－1とF-2は瀧水を行

なわず無潅水区とした。G区については前年および本

年，菌糸移植のためシロの一部を切り取り，相当傷めた

ので，一応漉水試験から除外し，シロの切り取り移植に

よる影響について調査した。

7．潅水結果

瀧水試験の綣果は第2表および第1，2，3図のごとく

である。10月7日の調査では潅水区C-1は前年8本の発

生に対し37本，無漉水区のE－1は前年13本の発生に対し

7本であった。またF-1およびF-2はそれぞれ前年4お

よび8本に対し発生を見なかった。かように瀬水区には

著しく多く発生したのでE-1にも10月8日から瀬水し漉

水時期による影響の試験を行なった。そして10月12日に

30mmを越す大雨があったのでその影響をも考慮して10

月14日に発生量を調査した。その結果では10月1日から

灘水したC-1区は56本,10月8日から撒水したE-1区は

33本であった。しかし無瀧水区F-1およびF-2では第3

一
』

マツタケ詠瀬水用天水溜池
上素掘のままの荊池長さ5m,"4m,深さ2,5m

下涌水防止のために養魚水槽用のビニールフィルムを磯

り，8－9月の雨水を湛えた状態

に合わせて造ったものを装置して漏水を防ぎ，底部にピ

ニールパイプを通した。さらに溜池内は落葉などでふさ

がらないよう金網で覆い，他端にピニールホースを取り

付けた。毎年9月初旬頃からは台風の襲来が多く，210
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＄マツタケ発生状況

備考C-1,E-1,E-2,F-1,
C 1E2

F－2は試験区
。

×印1965|年の発生
◎

坐ごg
o
O O ●印1966年10月7日

= 012mまでのマツタケ
oo%

発生個所

磁昏1rnmO印1966"10月8日
～14日日間の発

Figb2 生

O
図の示す通り僅うに，瀧水が発生時期を1週間近く早めた結果になっ

少の発生であっ8た。もちろんこれは1966年の天候状態のもとでの結果で

た。なお瀧水区毎年これ程の大差が出るとはいえないかもしれぬ。それ
沙･C-1,E-1両区oNでも何日かを早あうることは確かで市場価格の高い時に

土#衛濤噸譽……診…。
とも前年発生確

“

F2認の力所を中心

に約5×12mの1)本報告は潅水によるマツタケの人工期産試験の結果

60m2に漉水を×である。
。x縦

行なったのでC・o"2)統計の示すところではマツタケ発生の豊凶はその年
-1区においてはの気象関係，とくに発生適温期間中降雨日の分布が適

第1図の如く菌当か否かによることが多い｡それゆえ降雨日の分布が

環と予想しえなo 適当でない場合に人エ瀧水で補正し，その増産をはか

鱒蔑麓浮F』
ったのが本試験である。

3）瀧水の時期。マツタケ発生適温期すなわち最低気温
O

おいては第2図が16｡Cぐらいになる日から雨のない場合に灘水し

のように前年ま賀：品た｡それ以前は茸の原基形成期で瀦水の要が少ないと
ったく発生を認o×。。‐認めた。本試験では10月1日から池水した。
めなかった部分 012m4)潅水の方法，マツタケ山の最高部に近くて，雨水を

Fi9.3に新たなシロを集めやすい所に溜池を掘り’ビニールフィルムで漏水

認め，これをE-2と定め，ただその発生数7本はE-1のを防止し,8-9月頃の雨水を溜めた。この水を落差

数字から除外したが，これも潅水による増産と言える。を利用し,ホースで前年の茸発生の場所付近に隔日に

上記のように，マツタケのシロヘの瀧水は発生茸数の著瀬水した。

しい増加があり，その上，発生した茸各個の大きさ重瞳5）潅水の結果(1966)。潅水ヵ所は非泌水力所に比べ5

にも無瀧水区のそれに比べて，かなりの差があり，撒水倍に近い本数のマツタケが発生し’1本の大きさ重量

が増産の一手段としてきわめて有効であることが認めらも著しく大であった。また撒水ヵ所では茸の発生も’

れた。しかもC-1区ならびにE-1区の発茸状況が示すよ週間近く早くなった。

一
一

垂
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思います。

松下氏の報告

今までの林業とか林学についての話はなにか“雲の上

の論争”というような感じがして納得がいかなかったの’

ですが，これは“林業”というものの概念のとらえ方，

把握の仕方が混乱しているからでばないでしょうか。林

業の概念には，素人・玄人を通じて共通の概念がなけれ

ばならないと思います。林業の概念については，従来は

「狭義→広義」の方向で説明されてい童したが，むしろ

逆に「広義→狭凝」の方向で説明されなければなりませ

ん。そして，最広義の林業をがっちり決めて，それをだ

んだん狭く限っていくことが必要かつ有効だと思いま

す。狭義の林業概念では見方によって異なるとしても，

最広義の林業概念は万人に共通でなくてはなりません。

それがなければ，識論の共通の広場がなくなってしまい

菫す。

ところで，最広義の林業概念は，現にある，少なくと

も現実にあるべき林業をどのようなものと理解するのか

ということの最も簡潔な表現でなければなりません。い

つも不在であるような幻の林業の定義であってばなりま

せん。そこで，最広義の林業を「森林に直接関係する人

間の行為」としなければならないと考えたのです。ここ

では「業」という言葉を産業とか企業とかの意味に限定

しないで，きわめて広く“人間のしわざ”というように

考えてゑました。したがって，森林に直接関係しないも

のはいかなる意味でも「非林業」となるわけです。

林業の概念把握は，この最広義の林業にふくまれるす

べてのものを，森林の見方や関係の仕方や行為のあり方

などで区分し，分類する過程でなされるべきものだと思

います。ここで，林業の本質をより明確に捉えるために

「木材の生産ということにつけての林業の分類」を提示

してぷます。

林業は，森林に対する関係が「木材の生産に関係する

ことにおいて」のものか，そうでなくて「木材の生産に

関係しないことにおいて」のものか，ということによっ

て二大別されなければなりません。木材生産に関係する

林業はさらに，その関係が「直接的なもの」と「間接的

なもの」とに区別されます。木材生産に間接に関係する

林業としては立木の育成の承に関係する林業を考えま

す。これに対して，木材の生産に直接関係する林業は森

林の伐採を行なう林業でなければなりません。そのさ

い，伐採は，単に｢森林の伐採の象｣を行なうものと｢森

林の伐採と造成」とを行なうものとに区別されます。

伐採の承を行なうものは森林を単に木材資源と見るも

第2回

森林経理研究会シンポジウム

林業を正しく捉えるための試み

藤原信

〔東京大学，農学部〕

r司

一

はじめに，森林経理研究会について説明いたします。

昨年5月21日に，本郷学士会館において，森林経理懇談

会が開かれました。懇談会には，大学・林業試験場・林

野庁より十数名の方女が出席されました。その席上，森

林経理学の研究，特に経営の問題を中心とした討論の場

として研究会をもつことが決められまして，その日の出

勝者が発起人となり，広く同好の土に呼びかけを行なう

ことになりました。

本研究会は，会長を九州大学井上教授，事務局を東京

大学森林経理学研究室におくことを決めていますが，会

員制をとっておりませんので，研究会の都度，日本林学

会誌を通じて予告を行なうことといたしておりますか

ら，自由に参加し，自由に討論に加わっていただきたい

と思います。

第1回シンポジウムは，昨年8月26日に，東京営林局

大会議場において開かれました。テーマは“森林経理と

国有林の経営に関して”でありまして終始盛会でした。

次いで，昨年12月3日に，東京大学林学会識室において

“林業経営計算と林業経営に関する二，三の提案”と題

した小集会がもたれました。

以上のような経過を経まして，第2回森林経理研究会

が，本年4月5日（日本林学会大会の前日）に，東京大

学股学部図書館ゼミナール室で開かれました。話題提供

者は松下規矩氏(林業試験場関西支場)で，テーマは“林

業を正しく捉えるための試承”であり，参加者は約50名

で各分野の方々が参加されました。この報告は，林業の

本質に関する問題であり活発な討論がかわされ大変有益

でありました。以下，提供された話題のあらましと討論

の概要を報告して今後の研究のための参考に供したいと

一
国
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一

のであり，土地の過去の木材質生成蓄積機能（の結果）

を利用する目的の林業で，鉱業的林業，漁業的林業と名

付けるのを適当とする林業であります。伐採と造成とを

行なう林業は，その伐採に立木売却によるものと丸太の

生産売却によるものとの二つがあります。立木で売却す

るものは「いわゆる育成林業」で立木そのものを生産売

却する「真の育成林業」とは本質的に異なるものです。

造林からはじめて伐採に終るという理念で森林が経営

される場合には「育成林業」といいますが，土地を基盤

として，その上に林木を育成(栽培)収穫するという理念

に基づくとすれば農業的林業と呼んでもよいでしょう。

伐採からはじめて伐採にいたるという理念で経営される

場合には，森林を基盤としてそれを更新，回転する林業

として，不完全ながら財産運営（回転）的林業と考えま

す。

法正林を連年経営することによって営まれる林業は，

森林を蕊盤とし連年的に更新，回転することによって木

材を生産するものでありますから，単木の育成期間は数

十年にわたるとしても，木材の生産期間は一年であると

しなければなり室せん。したがって，林業は，この種の

森林経営を営むものにおいてはじめて，普通の意味での

「業」というに相応しいものとなりうるのです。

以上のように，最広義の林業を，木材の生産過程につ

けて分類することにより，林業の本質をさぐってみまし

たが，このさい，林業を木材生産に直接関係するものに

限定し，かつ，その本性が，農業，鉱業ないし漁業に等

しいものは捨てる立場をとれば，最も固有の林業は，森

林を伐採もし育成もする林業としなければなりません。

立木売り林業が成立つためには，別に，伐出林業の存在

が不可欠であります。それ自体の象でありうる林業は丸

太売り林業（一貫経営林業）の象であります。これを最

も本来的，典型的（最狭義）な林業とするのです。

従来の林業の定義では，狭義の林業は種植から立木の

売却にいたるまで，広義の林業はそれに伐出林業を加え

たものとしますが，そのようにいうと，一貫経営林業は

'いかなる意味でも林業に入らないことになります。しか

し，一賀経営林業が一番“林業らしい林業”であると思

Iいます。

森林を木材費源と見る立場がありますが，林業に森林

木材資源観をもちこむことは，林業の本命を，伐出林業

（鉱業的ないし漁業的林業）とゑるものでありまして，

森林（の経営）を木材生産の手段とする‘‘ヨリ林業的林

業”を否定するものです。菫た，林業は造林からはじ童

るという考え方も，根底迄おいて，林業の本命を腱業的

林業においてみるものであり，これまた“ヨリ林業的林

業”を否定するものと考えます。“ヨリ林業的林業”と

は，農業的とか漁業的とかいう冠詞をつけられないよう

な，強いていえば「林業的」なものであります。

最後に森林経理についてのくますと，森林経理は強く

保続原則をうち出しますが，そのことに疑問を感じるも

のであります。‘‘業”というからには保続は当然です。

林業において保続が強調されるのは，その根底に森林木

材資源観があるからではないでしょうか。また，木材生

産ということにおいて，伐採ということと育成というこ

とが切りはなされているからなのではないでしょうか。

そして，それをうまく結びつけるために，間に資源とい

う観念をもちこんで，それを保統，維持，培養しなけれ

ばならないとしたのでしょう。森林を更新，回転する過

程で木材が生産されるのだというのが私の考え方で，こ

のように考えると保統は当然であります。保続というな

ら，むしろ地力の保続をいうべきで，その結果，更新。

回転という過程で木材が生産されるのです。

以上が林業を正しく捉えるための私の試讓であり重

す。よろしくご検討をお願いしたいと思います。

質問の要点

1）林業という言葉の定義が「万人に共通でなければな

らない」というのはどうしてか。

2）林業という言葉の定蕊がどうとらえられようと，具

合の悪いことは発生していないのではないか。

3）「従来の林業のとらえ方では一貫経営林業を矛盾な

くとらえることができない」とは思われない。

4）林業の本質をとらえるために「広義→狭義」という

論理過程をへなけれぱならないとは思われない。

5）林業の類型によるところの本質を追求しようとする

ための仮説を提供しようとしたのか，あるいは．‘ヨリ

林業的林業”を，整理の過程で論理的に完成しようと

しているのかその意図がわからない。

6）「木材の生産期間が一年である」といういい方はお

かしくないか。

以上の臆か，いろいろの論議がありまして，報告者と

質問者との間で熱心な討・論が行なわれました。

今回の研究会は，重要かつ困難な多くの問題を残した

ままで結論をふず閉会になりました。松下氏自身のべて

いるように“素人の林業観”として特異な報告ではあり

ましたが，松下氏の“地についた林業観”にも傾聴すべ

きことが多く，林業の本質に迫る問題として一つの見解

を示したものといえるのではないでしょうか。

諏隻
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森 林と洪水－1－

杉山利治

〔林業試験場，防災部〕

中に浸透し，やがて河川水となって海に流れこむ。一

方，地面，海，湖，河川などで蒸発が行なわれ，その水

分は水蒸気となって大気中に上昇し，ふたたび，雨や雪

となって循環する。この水の循環のなかで，山地流域に

おける洪水流出の現象をとりあげ，洪水と森林の関係に

ついて紹介しよう。

1．林地に到達する降水

森林に降った降水の一部は林冠で遮断され，植物体の

表面に一時保留される(樹冠保留雨遡:)。保留された降水

の一部は枝葉，樹幹をつたって流下し(樹幹流下量)，あ

るいは直接滴下して地表に達するが，残りは蒸発して直

接空中にかえされる。この蒸発して消失する量を樹冠遮

断雨量といい，降水量に対する比を樹冠遮断率という。

結局，林地に達する降水は，降水量から樹冠遮断雨量を

差し引いた量であって，樹冠の間隙を通って直接林地に

達するもの，樹冠から直接滴下したものおよび樹幹流下

蹴の3者の合計である。薊2者は，一般にこれを区別し

て測定することは困難で，林内に設置した雨量計によっ

て，林内雨量として測定され，樹幹流下量は別の装置で

測定される。

樹冠遮断雨量は，降水量，降雨強度，降雨継続期間は

もちろん，樹種，うっ閉度など森林の状態によって異な

り，複雑であるが，既往の多数の測定結果から象ると，

一般に，針葉樹は広葉樹よりも，蓄積の多い森林は少な

い森林よりも，壮齢林は幼齢林や老齢林よりも樹冠遮断

戯が多いといえる。現実流域の森林について，この量を

決定することはむずかしいが，大雑把な目安としては，

樹冠保留雨量は林外雨量（降水麓）の20影程度，樹幹流

下堂は5影程度，したがって，樹冠保留雨量から樹幹流
下量を差し引いた約15彫程度が樹冠遮断雨量と考えてよ

いであろう。なお，雨の弱いほどこの割合滝大きくな

り，強くかつ長い雨では小さくなる傾向がある。

降雪の遮断については，わが国では，水の面よりもむ

しろ林木の雪害防止の面から，樹冠に種る雪量(冠雪量）

を検討した例が多い。雨の場合と同様なことが考えられ

るが，降雪は直ちに流出することなく，冬期間地上に貯

森林とそれを取りまく環鏡因子との関係は非常に複雑

であります。気象現象との関係だけをみても，ある場合

は森林は被害者であり，ある場合は森林はその外へ及ぶ

であろう害を防ぎ和らげる働きをし左す。どのような状

況のもとで森林は災害を防ぎ，被害を受けるのか，また

災害を予防し，復旧するにはどのような手段が講じられ

るのか等を今号以降森林と災害に焦点を合わせて林業試

験場のそれぞれの専門家にお願いして解説いただくこと

にいたしました。そこにはおのずと森林のあるべき姿，

適正な取扱い方が浮き彫りにされあはずであります。大

方のご愛読を期待いたします。（編集室）

はじめに

日本は降水に恵まれている。最も降水量の少ない北海

道東北部でさえも，年降水愛は800mm以上で，全国平

均では約1,600mmといわれ，本邦西南部の山地では

4.000mmをこえる地域もある。一方，降水量の年間分

布は各地ともかなり不均一で，日本特有の梅雨や台風に

よる豪雨では，’日に数百mmに達ずる降水量が記録さ

れることは珍しいことではなく，時には,1,000mmをこ

えることさえある。また,日本海側の山岳地帯では,年降

水鉦の猫以上が積雪として山地に貯蔵され，春先から長

期間融雪出水が持続するという特異な流況が承られる。

このように，降水量が多く，その年間分布が不均一な

ことは，日本の河1Iの勾配の急なこととあいまって，洪

水という水のあり余った形の災害の原因となり，一方で

は，水不足という形であらわれる。すなわち，日本の降

水髄1,600mm(水量にして6,000億トン)のうち,4,000

億トンが河川水となって海へ注いでいるが，時期的に流

鑓の変動が激しいために，農業，都市，工業用水として

利用しうる量は限定され，一方では，毎年のように水害

による人的，経済的披害が続出している。このような日

本の水事情に対して水害を予防し，また，水需要に応ず

るためには，中，下流における諸施策とともに，水源山

地において洪水量を緩和し，また，できるだけ利用しや

すい形に流出の調節をはかることが重要と考えられる。

雨や雪が降ると，その水は地表を流下し，あるいは地

１
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一
】
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留されるので，水資源としての雪を考える場合は，遮断

量も問題となるが，洪水流出だけに限れば，その意談は

少ないであろう。

2．地中への浸透

地表に達した雨水は，一部は地中にしゑこゑ，しみき

れない部分は，地面の傾斜にしたがって低い方へ流れ

る。地面はその状態に応じて水を吸収する能力が異な

り，同じ土でも，踏承固められたとか，耕されたとか，

森林その他植生が生育するとかに応じて差がある。ま

た，乾燥しているときは浸透能が大きいが，水分を含ん

で湿るにしたがって小さくなり，地面の条件に応じて一

定の最終値に近づく。

林業試験場東北支場で，山地浸透計を用いて，山地の

浸透度を測定した結果を表－1に示す。表からわかるよ

表－1地被状態別浸透度の比較（岩手県下）

~｢－漁一一麺一~耐憂
地被状態

識樹|篤瀞|全林地|鋤

崩壊
草生地歩道
跡地

常駕篭
（％）

246272257160191

961061006274

9911

394

測定個所数｜Ⅱ31］01，31】ヨ 3181，
うに，地被状態による浸透度の差が明らかに認められ，

林地の浸透度は非常に大きく，最終浸透度でも1時間に

250mmをこえている。他の多数の実験例をゑても，森

林内では，浸透度は非常に大きく，1時間に400mm以

上の値がえられることが少なくなく，貧弱な林地でも1

時間100mm前後胆なっている。

森林内における浸透度が大きい理由として，一般に森

林は腐植によって土を孔隙性に富む柵造にするほか，根

網や土中に棲息する生物の働きで，表土の浸透を良好に

し，また，落葉層によって雨水が濁水になるのを防ぎ，

懸濁土粒によって孔隙がふさがれないようにすることな

どがあげられる。

このように森林内の浸透度は大きく，他方，実際に降

る雨の最大時雨量は100mmく･らいが最大と考えられる

から，水源山地全体が森林で覆われている場合は，どん

な場合でも，雨水はすべて浸透し，地表流出はおこらな

いとしてよい。

しかし，広い流域を考えた場合，流域内の条件は一様

でなく，各種条件のために，流域はいろいろの浸透能を

もつ小区域からなっていると考えられる。浸透能の大き

い部分では，地表に達した雨水はほとんど浸透してしま

う時でも，岩盤上でば表面がぬれると岩盤上を流下し，

また，踏承固められた道路では多少の浸透はあるが，そ

の最終値は小さいから，雨が長びくか強くなると，ここ

に降ったものが流れだす。耕地・崩壊地などの裸地面で

は，雨滴に打たれて表面が固まるとか，流動する土粒で

土壌の孔がふさがれるとかで，少し強い雨が続くと，こ

ういうところから流出するようになる。

かくして，広い区域としては，かなり弱い雨でも地表

流出がおこることになる。したがって，この流域の平均

浸透度を増大するような水源山地の取扱法が重要となっ

てくる。同一地質の地域で，取扱いの異なる場所，すな

わち，古くから適正に維持された保安林と造林地と放牧

地における浸透度を測定した結果によると，保安林は浸

透度が著しく大きく，しかも，保湿容量も大きいことが

認められる。

3．溪川への流出

この項では，山体から溪川に至る水の動きのうち，と

くに洪水流出と密接な関係のある地表流出と中間流出に

ついて述べよう。

降雨強度が浸透度をこすと，浸透しきれない水が地表

のくぼ象を象たし，さらに連続した薄水層を形成して地

表にたまり，この量がある程度になると，その一部は地

表を低い方へ流れだす。これが地表流出であって，豪雨

による河川の増水に最も直接的な影響をおよぼすもので

ある。地表流出は浸透と逆の関係にあり，浸透能が大き

ければ地表流下量は少なくなる。したがって，地表流下

鐘の抑制に対して，森林が重要な役割を果たしているこ

とは，前項で述べたことから明らかである。

森林ば地表流下水が河道に到達する時間に対しても影

響する。森林には落葉・落枝や草木の根などの障害物が

あり，地表流下水はこれらの障害物によってその流れが

阻害され，河道に達するまでの時間が延ばされる。した

がって，その間に浸透の機会が多くなり，また，流速が

低下することによって，土壌侵食や表土の養分の流失が

軽減される。

地中に浸透した水は，土壌の透水性が良好で，そのま

ま透過させる能力のある場合は，地下帯水層まで到達し

て，地下水面を高め，地下水流出を強化することにな

る。地下水流出はその通路の抵抗が大きいので，地表を

流れ為水のように急激に河道に集まることはない。した

がって，このような状態は，洪水防止の面だけでなく，

水源滴養の面からも好ましい形である。

しかし，土壌層は一様なものではなく，種煮の層位を

なしている。一般の土壌でも表土と心土に分かれるのが

普通である。A層は植物の腐植を混え，多く矼j場合団粒

櫛造をなしており，比較的大きな孔隙があり，また，土

中昆虫による穴や根の腐朽した穴があり，水の浸透透過

が良好であるが，その下のB層は,A層よりも緊密にな
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っているため透過性はよくない。そのため，〃’

雨が相当強くなると,A層では全部吸収され だ〃

ても,B層ではそのまま透過しえないので，

この層の上に水がたまり，この水は傾斜にし聯"‘
たがってA層内を流れることになる。氷”

この流れは帯水層内の地下水の流れと同様量〃

であるが，ただ，ここで砿，ある量以上の雨の蒋

曾蛎難:鷲,轌鰯雪；鍾
葱鴇蓮真瀞撫雛:Z,!f滅〃

壁”間流出とよんでいる。このように土層内の流

れは，斜面の傾斜の緩急や土質の椛成状態な

どによって流速が異なるため，ふたたび地表

にしゑ出して地表流出に加わることもあり，
図zそのまま土眉を通って河道に入るものもある。

以上のように，雨水が河道に集まる経路は，地表流

出，中間流出，地下水流出に分けられるが，それぞれの

流出の速さが異なり，それぞれの経路により流出時間の

ずれがある。そして，降雨により直接出水となるのは前

2者で，地下水流出は出水に対する影響度は小さいの

で，地表流出と中間流出をあわせて直接流出と称し，地

下水流出と区別している。

4．量水曲線

川のある断面において，そこを通過する水量を流出量

といい，流出量の単位時間の量を流量という。流出量は

m3あるいはこれを集水面積で除した水高、mで表わ

し，流量はm3/sec.で表わす場合が多い。この流量を測

って，時間的にどう変わるかということを表わしたのが

量水曲線である。

量水曲線の形は，雨の降り方や流域の条件によって，

一
一
一
一
一
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〃′"〃身"〃－ｦ"’・掌クグ、づ”‘クク

ー逮鏡扇受r''z''g)

一野伐に“辮水量り変化（基剖,竜りﾛ山）

いろいろ変形するが，典型的なものを図－1に示す。a

で雨が降りはじめたとすると，降りはじめてもすぐには

川の水は増さない。表土の土湿不足が満たされ，保湿容

蹴に達した後pb点からだんだん曲線が上がりはじめ，

c点の辺で急上昇し,d点で頂点に達する。この頂点

は，雨の強く降った時間からちょっとあとにあらわれ

る。これをピークという。雨がやんでしまうと，だんだ

ん水が減っていくが,e点以降は，これまでの下りぐあ

いよりも非常に緩慢になり，この期間は地下水流出によ

るものと考えられる。なお，増水期間中の地下水流出分

を点線のような形で推定している例が多い。

堂水曲線によって流出量が算定され，．また，流域の水

の出方の特性が検討される。降雨による増水をはっきり

させるためには，降雨前からの流遮（基底流量,bb')

を差し引いて考えなければならない。一般に，増水量は

r-司

一

一
】b'c'd'e'f'b''で，増水ピーク流量はd'd''で

表わすことが多い。

5．森林と流出

今までに，降水から溪川に至る水の移動

の経過と，それに対する森林の影響につい

て述べてきたが，これによって，洪水に対

し森林がどういう働きをするかが推察され

よう。すなわち，森林には，降水の遮断，

地表浸透能の改善，したがって地表流出の

減少と地下水流出の増加，地表貯留麓の増

加および地表流出速度の抑制などの機能が
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あり，したがって，森林によって直接流出

が抑制され，洪水流出が緩和されるものと

考えられる。ここでは，現実流域において

己
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洪水流量を測定し，森林の影群を直接的に検討した結果

について述べよう。

森林の良否あるいは，伐採，搬出，火災，煙害，放牧

などによる林況の変化鹸出の関係を明らかにするため
に，古くから，試験流域を設定して調査研究が行なわれ

ている。そして，森林の流出調節機能について多数の報

告が発表されているが，一例として，林業試験場釜淵お

よび竜の口山理水試験地における森林の皆伐と出水につ

いての試験結果を紹介しよう。

結果の要点を図－2に示す。実線は変化通のちらばり

の範囲を示す。皆伐により，増水量はほとんどの出水時

に，雨量に比例して増加した･流域が比較的乾いている

錘ときは減少した例もあるが，両流域とも一連続雨量が

130mm前後以上になると，流域の湿潤，乾燥に無関係

に増加し，減少する場合はほとんどなかった。

皆伐により最大どの程腱墹減するかの可能性を知る目

安として，増加率（伐採しないとき期待される増水量に

対する増加量の割合）の最大値を，雨鯉階級別にまとめ

てぷると，流域が比職的湿っていて，一連続雨量が100

mm以上の場合，釜淵では13～28%,竜のロ山では45~

58％前後の最大増加率であった。

増水ピーク流量の変化についても，増水鐘の場合とほ

‘ぽ同じような傾向が認められた。皆伐による増水ピーク

流量変化の最大可能限度を知るための目安としては，釜

淵では,流域が比較的湿っていて，1時間最大雨量20mm

以上の降雨があったとき69～225％，竜の口山では，10

~25mm/hrで40～81%,25～50mm/hrで109～114影の

増加量となった。

このように，小流域における試験結果では，皆伐によ

‘り，大部分の出水時の増水量，増水ピーク流量は増加

≦‘し，とくに出水直前に流域が湿っている場合には，その
増加率が大きくなることが認められる。

以上は，森林以外の条件を一定とした特定の流域にお

《ける森林の機能を検討したものであるが，いうまでもな

く，森林は洪水流出を決定する各種流域因子の中の一因

子にすぎない。したがって，降水，地形，地質など各種

、流域因子との関連において，森林の機能を検討すること

が必要であり，この方而の研究にかなりの重点がおかれ

‐つつある。既往の調査例によると，洪水量の決定に対す

る森林因子の影響度はかなり大きいことが示されてい

る。森林因子の表現法として，森林面積率，森林地被密

・度，蓄積，胸高断面稲合計などが用いられているが，い

‐ずれにしても，森林状態が良好であるほど，洪水が緩和

される傾向のあることが認められている。

6．洪水の予防

洪水防止のためには，水源山地から河口に至るまで，

それぞれの地域特性に応じた諸施策が誰じられなければ

ならないが，水源山地においては，以上に述べたような

森林の治水機能を穣極的に活用し，水源地帯自体の保謹

はもちろん，中，下流における洪水防御施設の安全化と

効率化をはかることが重要である。

したがって，世界各国とも洪水の危険の多い地域で

は，できる限り荒廃山地の森林化をばかり，伐採跡地に

は速やかに造林して，水源地帯にできるだけ大面識の森

林地帯を保持するとともに，成立した森林の経済的利用

にあたっても，国土保全的な立場でその取扱いに悩重を

期している実情である。わが国も例外でなく，水源山地

の森林は，すべてこのような観点からも保持され取扱わ

れてきているが，とくに重要河川の上流域には，一般水

源林よりも一層法的に取扱いを'膜重にした水源澗溌保安

林を重点的に指定しており，その面種は，1964年現在国

有林137万ha,民有林127万haに達している。

洪水防止のためには，まず，水源地帯にできる限り大

面積の森林を保持し，よい状態に維持することである

が，優良な森林とは，とくに林地地層の浸透性，透水性

を改善し，保水性豊かな林床，地被をより多く作りだす

森林ということである。現在では，スギ・ヒノキなど陰

性針葉樹やブナなどの広葉樹の密な森林，しかも，これ

らの樹種の一斉林でなく，多数樹種の各種年齢の林木が

混交した森林が好ましいとされている。

つぎに，森林の経済的利用にあたっては，一時に一団

地での大面積の伐採をさけ,比較的長年月にわたって全
域を伐採するなど伐採区の広さを考慮するとともに，流

域の地況条件および気象条件とくに降水型などから，そ

の流出特性を把握し，伐採区の位置的配分にも留意する

ことが重要である。また，集材・述材などの作業には，

できる限り地表撹乱の量と広さを小さくするような方式

を採用することが必要である。

しかしながら，現在これらの方法基準は確立されてい

るとはいえない。したがって，洪水予防の面で好ましい

樹種，林型，合理的な維持法すなわち合理的な配置，取

扱い方法の基準を，その地域の流出特|生との関連におい

て具体化することが急務であろう。

なお，洪水防止に対して，森林が万能でないことはい

うまでもなく，森林の機能にもおのずと限界がある。

したがって，森林の機能の増進をはかると同時に，こ

の機能を補完するための，水源山地対蹄における工法の

開発も今後の重要な課題と考えられる。

○○○
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森林生態研究ノートから
四手井綱英

〔京都大学農学部教授〕

4

燃乾比体穂 ・漁,,扉''“;､壷

胸高断面職合計には樹種ごとにほぼ一定した極大値が

あること，さらに森林の容穣童（比重）には十分に充実

した林分では櫛成樹種いかんにかかわらずほぼ一定した

値（10～13kg/m2)が存在することはすでにのべたが，

この関係から幹材溌についても同様に一定の森林空間に

対する幹材穣堂が求められる。これは幹材の容積比とで

もいえるから一応幹比材積と名付けておこう。この値は

重麓ではなく材菰であるから，林分の構成樹種によりそ

れぞれ異なる値をもつことになる。主要樹種別にその最

大値（極限値）を示すとおおよそ次のような値になる。

瀞“蝉スギ41m3/ha.m=0.0041=0.41%
ヒノキ35m3/ha.m=0.0035=0.35%

アカマツ25m@/ha.m=0.0025=0.25%

カラマツ17m3/ha.m=0.0017=0,17%

$ここに掲げたのは立木密度がきわめて高い完全に充実
した林分での値で，一般にはこの60～70％もあれば，よ

く管理されたりつばな林分ということができよう。その

値はほぼスギで25,ヒノキで20,アカマツで15,カラマ

ツで10である。

この値を記憶しておくと，上層林冠の平均樹高さえ判

定すれば，林分蓄溌が大したあやまりもなく推定でき，

目測による蓄穣推定の目安にすることができる。

たとえば樹高15m'のヒノキ林はha当た，り約300m8ある

ことになる。

かには直径を胸高にとると形状比が100を越えるものも

出てはくるが，これは，直径の相対的な位置が樹高に比

して高くなるからで，相対的に上層木の胸高に当たるヵ

所の直径を測るとやはり100ぐらいの値になるようであ

る。

どうも100という値は林木の死致条件と考えてよいよ

うである。しかもこの数ははなはだおぼえやすい数字で

あるので|,h|/dで幹形をあらわすのを形状比としたいと

思う。

幹形が100になるとなぜ諸害に弱くなり，また害を直

接うけなくても枯死するかは今のところ確実な証明はで

きないが，こういう細長な立木はその占有面積が少な

く，したがって葉量が少ないので，葉の見掛けの同化量

と非同化部分である枝幹根の呼吸避がようやくつりあつ‘

ている状態になるのではなかろうか。こういった木を樹

絆解析すると，根元付近の肥大生長はきわめて少ない。

私は幹の年輪欠除を実際に象たことはないが，枝でこれ

に似た状態になったものには枝のつけね付近で年輪欠除

が起こり，2，3年内に枯死するといわれている。林試東

北支場の寺崎君に聞いたところでは，幹にも年輪欠除が

起こり，そのような木は数年で枯死するという。

枯死寸前の立木は当然諸害に抵抗が弱くなる。こうい

う形の木の気象災害に対する抵抗性もあるいは力学的に

解析できるのではないかと思う。

私達のいっている最多密度線上の林木は，計算上から

も，林分の平均の形状比が約100になるようである。

ゆえに間伐の一つの目安として，林木を80以下ぐらい

の形状比に鏑くことも一案であろう。

一
一

一
》

幹形（形状比〕

林木の幹形が細長いか，太短いかをあらわすのに，普

通樹高(cm)/,直径(Um)=hyd,あるいは直径樹高=d/hを

用いる。

私ば前者の方を多く使うが，そ”髄別に意味があるこ

とではない。ただいろ｛,､､ろと測定をIじで恐鐇を.,h7d=

100を越えて生存しでい為林末ほきｻﾌ゙ あて少巌ぐ，'100を

越えるといろいろな災害に対す．ろ抵抗が誉たきわめて弱

くなるこ．とがわかったから‘で泌塔極も§ら湯うK鍛圧木のな

林分生長

前に記した.よ･うに胸高断面積には一定の樹種ごとに決

ま.った極限値があり，その結果，鮮比材積をとっても，

林分の比重を‘と.っても，つまりうる最大限が森林にある

と↓､う‘ことになると，十分に閉鎖した林分の生長量は林

分の樹高生長によって代表されるといってもよい。つま

り林分の樹高生長量がわかれば，その林分の連年生長量

＝一一一26．－－
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‘もぼぼ推定ができるということにある。

もしも，その林分のI師笥師薗積合計と，樹高生長鐘が

わかれば，より正確に簡単に林分生長量が，推定できる

であろう。そこで樹高生長であるが，今までの多くの測

定値から，その極限値を考えて承ると，泳分平均で年1

mぐらいというところが最大値のようである。それ以上

ひょろひょろ伸びれば一人立ちはできず，つるのように

なってしまうかもしれない。

それに前にのべた，幹の比材積をあわせ考えると，ス

ギでは，どんなに生長のよい場合でも年40m3,ヒノキ

では年35m3,アカマツでは年25m3,カラマツでは年17

nl3という幹材積生長が大ざっぱに象た極大値であるこ

とになる。

普通の密度の林分すなわち施業林では，前記のように

この60～70%ぐらいであるからスギで年100石，これも

おぼえやすい数字である。

この数字も記憶しておいていただきたい。

先にも裏木曽の良いヒノキ林で,20m3/ha.mとして，

上層木の平均樹高をかけて，蓄積を推算し平均樹高生長

から生長鯉を推定したら，よく実測値とあっていた。

誤植訂正

5月号（302号）に掲載の“素人林業論あれこれ”中
で，下記のような誤りがありましたので，訂正とお詑び

を申し上げます。
誤 正

P26右柵上から18行その論にその例に
〃〃下〃13それらそれ

〃〃〃〃1ゆえにはならないゆえではない

P27左柵上〃8畜積蒋祇

〃〃〃〃19といえる。と考える。

〃右柵下〃10確実な主旨確実を主旨
〃〃〃〃7である。である，

P28左柵下〃2薄利多売する薄利多売とは

粗悪品を大域生産する

〃右柵上〃3間伐を敢間伐を汎
〃〃〃〃16間伐を奨行間伐を励行

〃〃〃〃2過ぎた。過ぎた，

P29左棚〃〃19半かのなかの

〃右柵〃〃3使わなければ伴わなければ

〃〃〃〃17当時者当事者

〃〃下〃4連続経営連年経営

山頂のつつじ祭 簿琴〔鼠餓柵雛撫詳詠〕
南部といえば馬ツコというほど岩手県の人為は馬と

共に生活してきた。

岩手尉上部の九戸郡山形村にはつつじ祭という山頂

のお祭がある。冬の長い象ちのくも6月の声を聞くと

参をやり，家族承んなで飲鏡うたい，夕馨れまで祭り

はつづく。赤い夕日の沈む頃，我馬のいななきを聞き，

一夏の元気であることを祈って散会するのである。

（今年は6月4日だったそうです)(山田緋一郎・背森局）

さすがに初夏で，若葉が目に

しみる頃となる。海抜1,000

m近L､北上山地北部の平庭岳

はツツジとダケカンバ，シラ

カンバの美しい高原である。

その樺色レンケツツジの咲く

頃近郷の村人達がようやく田

植えの終った馬ツコ達を連れ

て散を互々参集し，馬ツコの

慰労とお別れパーティーをこ

こ平庭岳の山頂で開く，それ

がつつじ祭である。

馬の守り神である平庭明神

神社前には小店の小屋掛け等

があったりして本格的なもの

ツツジが原を眺め，愛馬に人

〔山の生活
－27－



生い立ちの記

明治37年（1904）のことである。イギリスの大英博物

館は，アンダーソンという動物採集人を日本に送ってき

た。かれは全国を歩きまわって動物，とくに獣類の採集

にあたった。いまは，本州産オオカミの最後の標本とな

り，大英博物館に保存されているものこそ，かれが三重

県鷲家口で猟師から買いとって，本国へ送った標本なの

であるc

､

－4－

エゾヤチネズミの

生いたち

一

エゾヤチネズミ

エゾヤチネズミ，その名をきくだけでも，北海道に在

住される読者は，ぞっとする思いであろうし，かつて在

住された人も,｢あいつめ！」とその当時のことを思いだ

されることであろう。また，北海道を知らない読者も，

あちらにはエゾヤチネズミといういやなネズミがいて，

カラマツを植えるそばから食い荒してしまい，多い年に

は7,000万本もの苗木を枯らしてしまう，いわば日本の

林業にとって許せないネ.ズミのいることぐらいはご存知

であろう。

じっさい，このエゾヤチネズミは，北海道で造林のは

じまった明治の中ごろから，くり返えし，くり返えし大

きな被害をあたえてきている。このため北海道でのカラ

マツ造林は中止する，という現地の声もあがっている

し，政府の拡大造林政策にも大きな支障となっているよ

うである。とにかく，朝に植えたものが，午後にはもう

食べられていることも，めずらしくはないようだ。これ

では造林意欲をさげることおびただしい。

さて，エゾヤチネズミの林業におよぼす害について書

きたてたら，東京裁判の記録より膨大なものとなるだろ

う。ここでは，かれらを裁くのが目的ではないから，そ

の罪悪史にはふれないで，この小さな害獣のあまり知ら

れていない面にスポットをあてて，この小悪党を紹介す

ることにした。むかしから，敵を知り，己を知為のは戦

いに勝つ要道とされているから，そのお役にたつならば

幸いである。なお，エゾヤチネズミについて科学的に深

く知りたい方は，林試研究報告第191号にある「エゾヤ

チネズミ研究史」を参照していただきたい。

かれは翌35年にかけて，東北地方から北海道へと採

渠旅行をつづけ，多くの標本を集め，これを本国に送っ

た。当時，大銅専物館には，トーマスという獣類の研究

者がいた。かれは，アンダーソンが送ってくる日本産の

標本を調べたところ，札幌に近い石狩国(いまの石潴郡）

新篠津で採集されたヤチネズミが，それまでにわかって

いたチシマヤチネズミよりか，からだの上面が全体に暗

色で異なっていることがわかった。そこで，トーマスは

北海道にいるものを新しい亜種にして，クレスリオノミ

ス・ルフォヵヌス・ベッドフォーディαg雌〃われ07iays

沌施“""sbc,《加γd"eという学名をあたえ，チシマヤ

チネズミαg""0"07"ys""bca郷邸sγ2"bcα""sの別亜

種とした。亜種というのは，動物分類学上の単位で同じ

種類のわずかな地域的なちがいを示している。なお，学

名はラテン語で書くことになっていて，最初の語がその

動物の属名，つぎが種名，そのつぎが亜種をあらわすこ

とになっている。これにはこまかい国際規約があって，

分類学者でないとわからないほどめんどうなのである。

さて，チシマヤチネズミという謹煩は，その名のとお

り千島列島の北部にもいるが，ひろくヨーロッパからア

ジアにかけての北部に分布している。このネズミは，す

でに1846年(弘化3年)にスエーデンで発見されていた。

エゾヤチネズミにくらべると，上面が美しい赤茶色をお

びている。このため英語では,セアカネズミRed-backed

Voleとよんでいる。3年ほどまえに，ストックホルム

の林業試騨易を訪ねたおり，ここの飼育室に飼われてい

る数匹のものにお目にかかったが，エゾヤチネズミより

一
》
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かやや小さく，きれいな色彩をしていた。この国でも林

業上の被害は大変なもので，林業関係者は目のかたきと

していた。また，ソ連の文献をぶても，やはり林業の大

敵としているから，このネズミの存在に困っているのは

北海道だけではないようだ。それにしては各国ともあま

り研究が進んでいない。むしろ，日本が一番進んでいる

といってよい。

余談になるが,アンダーソンはこのときの採集旅行で，

岩手県繋温泉でヤチネズミを捕え，これも本国に送った

ところ，トーマスがチシマヤチネズミとエゾヤチネズミ

と異なった亜邨であるとして，クレスリオノミス・ルフ

ォカヌス・アンデルソニーα""""o""sジ'型fひ“""s

"zdeJso郡という新しい名をつけて学界に発表した。こ

れも明治38年のことである。学名のアンデルソニーこ

そ，アンダーソンの名を記念してつけたのである。学名

には採集人や，世話になった人の名をラテン語化したも

のがある。その学宅のあるかぎり，末代までその名が残

るのであるから名脊なことである。この1,-マスという

研究者は酒脱な人柄であったらしく，アンダーソンが北

海道で採集した，もう1種類のヤチネズミに，クレスリ

オノミス・ルデルス・ミカドαα"γ""o"ZySγ忽惣灘s

'，z澱α”と命名して発表した。これがミカドネズミであ

る。人類のつぎに，ネズミがこの地球を征服したら，こ

のネズミあたりがさしずめ王座につくことであろう。ト

ーマスは，また，ヒメネズミにアポデムス。ゲイシャ

A加咋ﾅ""sgeis〃αという学名をつけて，日本に特産す

るこのネズミを世界に紹介した。熟かどから簔昔まで，

なかなかしゃれた鐸iをつけたホのである。

エゾヤチネズミの名まえ

このネズミが学界に報告されたのは，さきに述べたと

おり明治38年のことである。それまでは名なしであった

わけである。おそらく，北海道ではただ野ネズミとよん

でいたのであろう。このころより次第に林業上の被害を

生池てきたので，まずネズミの名まえを決めなければな

らなくなってきた。しかし，そのころはネズミを研究し

ている人などいなかったから，この大被害をおこす種類

が，トーマスの命名したネズミであることを確かめる蚕

でには，かなりの時間が必要であったらしい。

いま，北海道森林防除協会に勤務している木下栄二郎

博士は，この難問にあたられた方である。そのころの苦

労話を伺ったことがあるが，まずネズミの名がわからな

いので困った。それで各方面に標本を送って見てもらっ

たが，なかなかわからなかった。それがトーマスの発表

したネズミであることがわかるまで，いまでは想像もで

きない苦労をした，ということである。

さて，ようやくのことで学名はわかったが，これを日

本名でどう呼ぶかにまた困ってしまった。しかたがない

から，学名の最後にあるベッドホーディ(6e(加γd"e)

から，ベッドホードネズミという和名で呼ぶことにした

という。このころのネズミの文献を読むと，さかんにベ

ッドホードネズミがでている。なお，ベッドホードとは

ベッドホード公のことで，アンダーソンを日本に送って

採集させるのに要した澱用を寄付した，いわばパトロン

である。外国ではよく大金持が探険隊や採集人を世界各

地に送る饗用を博物館に寄付するのである。

明治の末から大正にかけて，ペッドホードネズミばし

だいに被害の度を強めてきて，北海道の承ならず中央に

もその名が知れわたってきた。そのうち，よび名が直輸

入的で呼びにくい，ということになった。た薑たま，大

正13年に当時の股商務省にあった鳥獣調査室（いまの造

林保護課猟政班）から「哺乳動物図解」という出版物を

だすことになったので，その著者である岸田久吉博士が

エゾヤチネズミの和名をつけたのである。

この和名のおこりについて，岸田博士に伺ったことが

ある。そのお話によると，エゾはもちろん北海道の古い

名である。そして，ヤチは谷地のことである。福井県の

ご出身である同博士は，お若いころに秋田県で教職に奉

じた。そのときにはじめて，谷地を見たということで非

常に強く印象に残っているとのことである。その谷地に

すんでいるネズミということから，ヤチネズミの和名を

つけたということである。したがって，東北地方にいる

種類はトウホクヤチネズミとよんでいる。

近年の研究によると，本州の中部にすんでいるものは

l､ウホクヤチネズミより大きく，尾も長いことから別の

亜種とする考え方が生じ，これをニイガタヤチネズミと

よんでいる研究者もいる。また，本州中部の山岳地帯が

その南限と思っていたところ，和歌山県の那智の滝付近

にも生息していることがわかった。そして，こればまっ

たく別の種類らしいのである。しかも，海岸の近くの山

地にすんでいるので，本州中部のように南北アルプスの

高山帯にいるのとは，いちじるしく異なっている。元

来，ヤチネズミは不可思議な生態のもち主で，ヨーロッ

パからシベリアにいるものは，森林を生息地としている

のに，北海道では草原や若い造林地を好んですんでい

る。まだまだ研究しなければならない生態がたくさん残

っていあ。

鱗i
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彰会員｡2広場 以上の説明により政府の新提案にかかる法律案

の性格がほぼ明らかになったと存じ菫す。われわ

れはわが国土が有効に利用ぜられることを深く望

んでおります。日本の耕地率が他のいずれの国よ

りも低いことを悲しんでおります。それだから明

治維新により官林が成立してこの方の農耕適地は

積極的に行なわれており，その事実は資料によっ

て証明されるところであります。特に終戦後の未

墾地供出は相当大規模のものであったことはなお

記惚に新しいところであり重しよう。このような

経過をたどって残されている現在の国有林野の中

に優れた農用地が温存されておるでしょうか。こ

れは本会会員諸氏のよく承知せられていることと

存じます。戦後行なわれた開拓地が有利なる農業

の成立，または所得の高い農家育成に寄与したど

ころかむしろ否定的な事実から見て立地条件の不

良なる土地を農用地としてとりこんでも，高度の

経済成長下における農業問題，資本自由下におけ

る国際競争力の高い農業の成立には役立つどころ

かかえってマイナスとなるに相達ない。はたして

そうだとすれば低価格で取得した林野は｢財産｣と

しては確かに儲かったことになるだろうから投機

的な対象として利用せられ，生産的にはいたずら

に荒廃地として残骸をさらすことになるであろ

う。

国有林野活用法案に対する

反対声明について
寓

太田男治郎

〔本会名帯会員〕

林政会は7月例会において今回政府が提案

した「国有林野の活用に関する法律案」に対

し反対し声明書を出すことに決定しました。

ここにその理由を説明し林業を職能とする日

本林業技術協会の会員諸氏に訴えたいと思い

ます。

一
一

今次の国有林野活用法案は林業の立場を否定し

農用地の拡大を眼目とするものであります。国有

林野を直接農用地に供するだけでなく，これを代

地として民有林野の腱用地転用を促進せんとする

ものであります。さらに部分的には隣接林野の経

営規模拡大に供しまた山村振興の用に役だてるこ

とになっております。この幟想は国有林野の解体

を行なうだけではなく，その手は民有林野にも及

ぷものでありますから，わが国土地利用の革命で

あり，また土地所有の変革を断行せんとする画期

的法制であります。この革命を遂行する手段とし

て国有財産をダダ'のような安価で特定者に売払う

制度を設けようとしております。

この法案が林業の抹殺を意図していることは最

近成立した林業基本法(郷:)§4に国有林野活用
に関する規定があるにもかかわらず，それとは別

に単独法を制定せんとする企図は林業を離れたる

土地利用の総合的見地に立つものであることは明

らかであります。ちな承に「国有林野の活用」な

る同一の問題につき二つの法律の存在するは奇異

の感をいだきますが，おそらく新たに成立したる

法律が事前に成立した林業基本法の特別法として

の効力をもち林業基本法中の規定の効用を失うこ

とを所期するものではないでしょうか。

一
一
ゞ

国有林野を分割することによって林業の構造改

善が行なわれ，山村振興を図り，その他産業の発

達に資すると正に万能薬視している。けれども少

数の林業家の経営規模を拡大するよりも，多数の

零細林野を集団化して合理的経営を可能とすぢこ

とが重要である。山村問題は自然的環境の圧迫に

起因するわけで，この真因を打開しない限り他の

いかなる対策も効を奏しないであろう。素材生産

によって経済力を高めることはほとんど望承な

く，むしろ比較的困難にしてしかも有利でない素

材生産を国に任せ，その生産にかかる素材を原料

として付加価値を高める産業をおこす方が地方産

業の発達，地方経済の拡大に資するところはるか

に大きいと認められる。かくも効果の乏しい政策

－30－



のために国有林野を解体せんとする真意がどこに

あるかはまったく不明である。しかも地元の小農

民の真意ほ何人の所有よりも国有を望んでいるの

が実情であり，また地方産業の発展のためには国

有林野の所在がかえって有利であるとすれば，こ

の法案の理念はまったくナンセンスといわなけれ

ばなりません。

は必至であります。林業の衰頽，土地の濫用は必

ず国土の荒廃となって現われ，その累積はおそる

べき天災を醸成するようにならざるをえない。

この法案の所期するところはいわば幻想に等し

いもので，そこから生まれるものは改善どころか

かえって改悪となり，幸福をもたらすどころかか

えって不幸を招く懸念さえ感ぜられる。しかもそ

のためにわが国土防衛の魁である国有林野を犠牲

に供し，かつ林業界に脅威を与え，再建を必要と

している林業に大きな打撃を及ぼすおそれがあ

る。国有林野の必要な活用は現行の｢林業基本法」

で十分であり，どこに重復して法律を定めようと

するのか，その真意を理解することができない。

ここにおいて林政会は国土利用の合理化と民族永

遠の福祉を守る見地からこの法案の成立に反対す

ることに決定したわけであります。いずれ近い内

に声明書を発表することとなるでありましょう。
fDo･Gdも.DC6．.G●･･･，GQ･ふい一・0..-Coo｡.｡Q･a､9%二・･恥｡･･p･も◆､｡_食｡..。､魁.▲CO･ぶり｡､4.り菅｡▲､.令･先.●0屯.｡｡坐ざ･●△むつも･･･恥dpo●_FD◆-J･叉

この立法は時限を設けないので林野所有者は永

久に脅威にさらされるので，絶えず不安を感ずる

もとになるので，林業資本の流入を妨げ，林業経

営上不可欠なる資本の組織化が行なわれないこと

になるので，国有林制度の崩壊を来たすばかりで

なく，わが国の林業は全体的に破滅的打撃を免れ

ないことになりましょう。これは当面する木材供

給に関する困難を打開する道が失われることにな

ると同時に農用地の拡大は土地の濫用となること

一
二

〔県の木シリーズ〕

トチノキ

（1,チノキ科）

Aescz""sオ"池かZ""
BL.

嫁に行くなら桂へ行きやれ

栃のコザワシわがま室じゃ

越中五箇山の桂の里のゆるり辺で，黒光りに煤けた；

ひあまを見上げながら，井並さんの奥さんの唄声に間；
ぷ

き入ってからもう8年になる。越中桂と飛騨加須良は；
j

小さい峠で結ばれた静かな山里である。合掌作りの家；

のあま（2階）には，今でもトチの種子をいっぱいつそ
含

めた俵が吊り下げられていることだろう。種子の澱粉；
；

は古来，山里の重要食料であった。桂へ嫁に行けば栃；

の実の灰汁抜きが思う通り上手にできるようになると《

いう，または栃の灰汁抜きした澱粉が思う存分食べら；
ぶ

れるという二様の歌意を奥さんは説明された。このよき

うに日本人の生活に結びついたトチノキが栃木県の木§
3

として選ばれたことは至当である。 ；
トチノキは北海萱の半島部から本州・四国を経て九f

州東北部まで分布し，谷川沿いに大木がそびえている。§
j

昨年の4月末,学生の樹木学実習がてら埼玉県奥武；
子

蔵の顔振峠に加藤さんを訪ね，御家の背戸から西方に鳥

霧む名栗村の白岩を望み，おはま姿さんはき聖うもおき
急

元気かなと，1年半も白岩を訪ねていないことに思いき

を巡らした。しかしすでにその時には白岩のお婆さんf

は亡くなられていたのだ｡お婆さんが作ってくださっ；
；

た壌茜(栃の葉に包んだ綜)を御馳走になってから'0＃
年以上になる。山村民俗について，私の良い先生であき

き

った白岩のお婆さんはもういない。 ；
瞳･ロ．．｡L--･坐_･●._辞乏-.0発_.･仏-.･坐Fﾛ･_.･も-..％.･･･.÷･･古.｡､､凸.発少0．.串･ヘぷ･｡､設も少･発少･-.子もF･免争9宅設・恥Jも合Jも_｡･も歩

I

垂

竜
ぷ

(日本パルプ）った白岩のお婆さんはもういない。
%f◆わ.COO････も.CQ､少･恥設･boooObeG0名｡｡｡＄＆uooOope0c｡殆‘m･%f●･■ずも･もQ%･･･もppcoof････pも｡･･･b･････ぶ････､%･凸.先DOCG･子･ﾍ程･･･fもjoDob段･訟予｡b･わ･も9.9.bf.･･9
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文・倉田悟（東大)，絵・中野真人
b･Q0qo･もり%Qoe●OJD･パ4◆.｡●%.p･も.。､先ﾀCQ.｡"｡.●◆牝.･･且of●･パOb.･･必.｡､pofDo･Qooo‘



ケの栽培法を合せて執錐されたもの

である。

主な内容は次のとおりである。

1．ヒラタケの栽培法（特性と栽

培の利点，原木の棚種，伐採時期，

太さ，樹齢，種菌と接種，伏込承と

管理，出荷と規椎不時栽培,箱栽

培，調理法）

2．ナメコの栽培法（生産地と気

象条件，特性と将来性，原木の樹種

と太さ，伐採と玉切り，接種，伏込

みと管理，販売と加工）

3．エノキタケの栽培法（エノキ

タケとは？原木の樹種と伐採期，

接種，伏込承と管理，採取と出荷，

瓶栽培法）

（注）ヒラタケは，現在各地で“シ

メジ”の市場名で出荷，販売されて

おり，東日本では，「信州シメジ｣，

「甲州シメジ｣，「三河シメジ」など

の名で取引されている。しかし本当

のシメジ類はナラその他の広葉樹の

ヒゲ根に寄生しているものでマツタ

ケなどと同様その栽培は非常に匪朧

である。いわゆる“シメジ”の正体

はこのヒラタケで幼ないときはシメ

ジによく似ている。一般の栽培，販

売には“シメジ”で一向さしつかえ

ない。

（林野庁研究普及課伊藤達次郎）

の

認愈

ヒラタケ・ナメコ・

エノキタケ人工栽培法

久宗壮箸B6・横組。171頁

260円。〒30円

富民協会出版部（大阪市西区

江戸堀2の鯉･振替大阪4113）
一
』

現在わが国で栽培されている食用

キノコ類にはシイタケのほか，ナメ

コ，ヒラタケ，エノキタケ，キクラ

ケ，マッシュルームなどがあげられ

ぉが，いずれも農山村の人女の所得

増大に寄与しているところまことに

大なるものがある。

その本命はシイタケであることは

今後とも変わりはないと考えられる

が，シイタケつくりも全国津を浦禽

まで普及してくると，その反動とし

てナメコなどの他の食用キノコの栽

培，加工などに次第に農山村民やそ

の指導者，関係者の関心が深まって

きたこともまた当然の傾向と云えよ

う。しかし，これら食用キノコ類の

生産には栽培技術，経営，加工，流

通の各面において検討，解決を要す

る問題点も少なくない。と，くにヒラ

タケ，エノキタケの栽培は磯山村民

が自ら開拓した「生活の知恵」とも

いうべき点も多く，その努力には深

く敬意を表するものであるが，同時

に自己流の栽培法に陥り易い欠点も

指適され適切な参考書の刊行が一般

から要望されていた。

著者は永年にわたりヒラタケ栽培

法の確立，普及に努められた実践的

研究者であり，本書は同氏の多年に

わたる研究成果にナメコ，エノキタ

垂4－句r～ザや0.づゃQao4応0望輔側…司一恥』…ず…~…

下記の本についてのお問い合わせは，当協会へ

新書 コーナー

著 者｜

癖上暢-鋤|蹴駕欝蕊

名書

混牧林の経営

わかりやすい林業研究シリーズ

No.21造林地の野鼠被害と

防除

林業科学技術振興所(東京都

千代田区六番町7）

160円(〒10円）

〃

160円(〒10円）

股林出版(東京都港区新橋5

の33）48,000円

48,000円

48,000円

上田明一

宇田川竜男

野村男

橋本智

林試・土壊

調査部監修

No.22木材の流通と伽i梢

0

森林土壌カラー写真集

第1集（褐色森林土）

第2集（ポドゾル・未熟土）

第3集（赤色土・黒色土）

一
》

古齋はとかく売切れになりやすいので，ご注文は前金でなしに，お申し込蕊に

対し在庫の有無送料をご返覗いたしますから，それによってご送金下さい。

古書 コーナー

日本主要樹種林分I繍版）
寒帯性樹種の品種改良試験

木肌と解説（崖用木材銘雛）

測樹学

更新論的造林学

森林組合の運営（6巻）

早
原
日
珈
藤

尾調：麿

田，柳沢

比野1閏三

田正逸

鳥信太郎
〃

A5,P.208,昭14,1,600円

B5,P.130,昭21,1,000円

B5,昭93,800円

A5.P.698,昭10,2,000円

A5,昭5700円

A5,昭17500円
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立木取引慣行に関する調査研究

－立木の明認方法に関する判例と立木取引慣行調査一

林野庁調査課(42.5)B5版157頁

本書は，立木の明認方法に関する臘行の実態と判例理

論の検討を通じて立木の登記制度に関する現行法制上の

問題点を究明することによって，今後の立木取引，しい

ては林産物流通行政の推進に役立たせる目的で林野庁調

登課が東京大学来栖教授ならびに学習院大学三藤教授に

委託して行なった調査研究の結果報告であり，両教授が

ここ数年間，尾鷲，長野県周辺，吉野，黒羽（栃木県）

の各林業地帯について行なってきた立木取引慣行の調査

を考慮に入れながら，明治以降今日に至る霞での立木取

引，なかんずく，いわゆる明認方法に関する判例を蒐集

整理したもので，林野行政上の参考に止まらず，一般の

研究資料として役立つものと思われる。

内容は，

1．立木と土地

(1)民法典起草者の考え方

（2）判例の考え方

2．立木所有権の得喪の対抗要件としての公示方法

一明認方法

（1）二重譲受人が共に公示方法を備えていない場合

（2）引渡

（3）立木登記

（4）地上権侭借椛の設定登記

（5）権利者の氏名，記号を腿雷するなどの方法

（6）「地上権，賃借権の般定登記の方法」と「権利

者の氏名，記号の墨書などの方法」との比較

（7）「明認方法」という言葉の広狭2つの意味

3．地付山林売買の公示方法一土地所有権移転登記

4．立木売買における明認方法の対抗力

5．伐木所有権と明認方法

6．伐採期間と明認方法

7．立木留保の山林売買と明認方法

8．未登記土地買受人（または地上椛者）植栽した立

木と明認方法

9．立木の時効取得と明認方法

10．立木売買と即時取得

11．結び

昭和40年度林業試験研究報告

都道府県林業試験指導機関試験研究

農林水産特別試験研究

農林水産企業合理化試験

林野庁42．3B5版249頁

本報告書は，都道府県林業試験研究機関，大学，学識

経験者ならびに民間企業が林業に関する各種試験研究澱

揃鋤金により，それぞれ実施した試験研究のうち’昭和

40年度において完了したものはその成果について，また

継続実施中のものはその経過についての概要を取まとめ

たものである。

内容は，林業経営2テーマ，造林11テーマ，森林

保護5テーマ，特殊林産4テーマ，防災1テーマ

林産6テーマである。また以上のうち試験補助期間が

完了したものは，

I都道府県試験研究機関の分

(1)外国マツ類の導入試験

(2)多雪地帯の造林技術改善試験

(3)成木施肥試験

(4)苗畑における土壌線虫被害実態調査

(5)マツクイムシの林業的防除試験

(6)嬬煙剤使用法試験

(7)育林作業機械化試験

(8)スカイラインアンカー試験

Ⅱ農林水産特別試験験研究の分

(1)広葉樹の更新に関する研究

（林業科学技術振興所山内倭文夫）

(2)木材の欠点および注入抵抗の試験法に関する研究

（東大平井信二，京大西本孝一）

(3)トラクタによる階段造林方式に関する研究（東大扇

田正二他）

Ⅲ農林水産企業合理化試験の分

(1)シイタケ種菌製造工程の機械化試験（鳥取県椎茸生

産販売協同組合）

(2)単板くずチップ・によるパーティクルボード製造用フ

ォーミングマシンのエ業試験（天竜木材KK)

以上

（配付先：国立林業試験場，都道府県林務部課お態び林

試，営林局）
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期的漣注目されている。

◎42年度パルプ材は2千63万m3

紙・パルプ連合会は42年度パルプ

材の集荷計画を5月24日，地方パル

プ材協議会中央会識の結果きめた。

総量は2千63万4千nl3でそれは①

はじめてパルプ材が2千万In8の大

台をこしたこと②全体として針葉樹

から広葉樹へ，広葉樹からチップ依

存への傾向が強まったこと③ソ連材

は今日の価格ではパルプ材として価

格的に引合わないこと④外材チップ

の輸入が埴加傾向にあることなどが

その特徴といえる。

この集荷計画の概要は，国産材が

1,872万6千Xn3で前年度比5.9%

増，外材は190万8千Xnaで前年度

比153.4影の増となり，原木，チッ

プ別に承ると，原木は904万1千

nl3で前年度比6.5%の増となるが，

うち国産材は874万1千rnaで前年

度比6.4％の増，外材は30万Xnaで

前年度比11.9％の増。チップおよび

屑材は1,059万3千nl3で前年度比

16.5％の増で，うち国塵材は998万

5千Xn3で前年度比5.5%の増，外

材は160万8千nl3で前年度比231.5

％の増となっている。

なお針広別では,原木は針葉樹335

万4千nl3で前年度比5.9%の減，

広葉樹は568万7千In3で前年度比

15.5％の増，チップは針葉樹559万

3千Xn3で前年度比18,9影増，広葉

樹は599万5千In3で前年度比14.3

影の増である。

分の1）でき，25年以内の延納がで

きることになっている。そして，活

用（売払い）の申し出があったとき

は，現地調査を行ない，す象やかに

活用（売払い）の適否を決定するこ

とになっている。

農・林業椴造改善のための国有林

野の活用については，すでに2つの

事務次官通達があり，産業の振興，

住民の福祉の向上についての国有林

野の活用については，現行法規でで

きるとし，このような法案を作り，

国会に提出することばないとは，池

田，佐藤首相，赤城，坂田艇相が国

会でしばしば言明してきた。その上

今国会提出予定法案中に，この法案

は当初準備されていなかったのに，

急拠閣議決定され国会に提出される

ことになったので，前後の経緯，国

会慣行からこの法案は相当の論議を

呼ぶことは必至と象られている。

。「国有林野活用法案」注目の的

政府は5月26日の閣議で「国有林

野の活用に関する法律案」を決定し

た。この法案の今国会提出は，国会

情勢により自民党国会対策委員会に

一任という形がとられたが，38年8

月以降，国有林野の解放をめく・って

全国国有林野解放対策協議会が中心

となって推進されてきたこの運動の

経緯からみて，この法案は政治的情

勢からゑて，成立するか否かは別と

して，今国会に提出されることはま

ずまちがいないものと承られてい

る。

この法案はわずか7条の短いもの

で林業基本法第4条の「国有林野の

所在する地域における林業構造改善

に資するため職極的にその活用を図

るようにするものとずる」と「農業

緋造の改善のためその産業の振興ま

たは住民の福祉の向上のため用いる

ことを必要かつ相当とする国有林野

については，これらの目的のため積

極的に活用が図られるよう努めるも

のとする」の規定に即して立案され

た林業難本法の関連法案で「国有林

野の活用につき国の方針を明らかに

した」法案である。

法案の内容は，農・林業の櫛造改

善，産業の振興，住民の福祉の向上

等のために必要なら，用途を指定

し，買戻しの特約を付けて，国有林

野を積極的に活用（売払いを含む）

しようというもので，活用(売払い）

の対象は幾．林業を営む個人，農業

生産法人，農業協同組合，農事組合

法人，森林組合，地方公共団体その

他等で,売払いの場合の価格は；農

地法，土地改良法，山村振興法によ

る場合は減額（時価の2分の1，3

一
』

◎訪ソ林業使節団出発

大隅林野庁林産課長を団長とする

訪ソ林業使節団一行が，6月23日横

浜港から出航した。この訪ソ林業使

節団は日ソ貿易交渉で，日ソ両国の

林業事情使節団の相互派遣という合

意に基づいて林業関係専門家を加え

て編成されたもので，一行ほシベリ

アおよび極東地域の森林資源，林産

工業，木材生産，木材の船積象等に

ついて実情を現地調査するととも

に，ソ連側の木材生産，輸出関係機

関とソ連材輸入の諸問題について意

見の交換を行ない，ソ連材輸入の円

滑正常化を促進することを目的とし

ているが，日ソ双方の間でシベリア

および極東地域の開発について話が

進展している昨今，一行の訪ソは時

一
》
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ご・駕塞
本
誌
の
編
集
委
員
会
に
参
加
し
て
、
大
学
の
私
の
近
辺
で
あ
ま
り
話
題
に
の
ぼ
ら
な
か
っ

た
林
業
政
策
に
関
す
る
問
題
を
耳
に
す
る
機
会
が
多
く
な
っ
た
。
私
も
素
人
な
り
に
一
発
ぶ

っ
て
象
た
い
気
持
ち
寅
あ
る
。

近
時
、
東
京
近
郊
の
農
地
は
売
却
さ
れ
、
地
目
が
宅
地
に
変
向
さ
れ
て
、
そ
の
土
地
の
値

上
が
り
の
た
め
に
挫
業
に
熱
の
あ
る
農
家
は
あ
ま
り
な
く
な
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
反
面
、
小

集
団
を
組
ん
で
特
殊
な
農
業
経
営
を
行
な
お
う
と
す
る
大
学
出
の
青
年
が
時
に
新
聞
紙
上
、

テ
レ
ビ
で
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
あ
る
開
拓
地
の
入
植
者
に
は
か
な
り
厳
し
い
資
格
審
査

が
課
せ
ら
れ
て
い
る
そ
う
で
あ
る
が
、
こ
う
い
う
点
を
見
る
と
開
拓
精
神
に
富
ん
だ
農
業
志

望
者
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。

農
業
は
斜
陽
だ
と
い
わ
れ
て
い
た
が
、
斜
陽
も
地
球
が
半
回
転
す
れ
ば
輝
か
し
い
太
陽
と

な
っ
て
昇
る
こ
と
が
あ
り
う
る
の
で
あ
る
。
東
大
の
農
業
生
物
学
科
の
あ
る
先
生
が
い
わ
れ

る
よ
う
に
、
わ
が
国
の
農
業
も
将
来
欧
米
の
農
園
的
な
豊
か
な
農
業
経
営
者
に
近
ず
く
可
能

性
が
お
ぼ
ろ
げ
・
な
が
ら
出
現
し
て
き
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
こ
と
を
農
を
林
に
置
き
か
え
て
い
え
ば
ど
の
よ
う
に
な
る
の
だ
ろ
う

か
。

数
名
の
林
科
大
学
出
の
青
年
が
体
を
組
嘉
森
林
経
営
を
営
み
た
い
と
申
し
出
為
・
国
有

林
に
は
「
黒
い
霧
」
な
ど
か
か
る
の
で
、
払
い
下
げ
る
わ
け
に
は
い
か
ず
、
借
地
を
許
す
。

ま
た
立
木
を
青
年
に
払
い
下
げ
、
借
地
料
を
と
る
。
青
年
は
股
林
金
融
公
庫
か
ら
擬
金
を
か

り
て
ま
か
な
う
。
ま
た
技
術
的
な
援
助
は
国
有
林
に
願
う
。
こ
の
よ
う
な
形
態
の
林
業
経
営

団
が
成
立
し
た
場
合
、
国
有
林
、
公
有
林
当
局
は
受
け
入
れ
態
勢
を
作
っ
て
く
れ
る
だ
ろ
う

か
。

以
上
は
架
空
の
想
定
で
あ
る
が
、
親
の
残
し
た
森
林
を
持
た
な
い
、
森
林
経
営
希
望
の
青

年
に
開
か
れ
る
一
つ
の
道
の
よ
う
に
思
い
、
国
有
林
、
公
有
林
の
よ
う
な
大
企
業
体
に
つ
き

も
の
の
官
庁
機
織
の
は
ら
む
多
く
の
問
題
を
棚
上
げ
し
て
、
ま
ず
小
規
模
な
し
か
も
熱
の
上

が
る
一
つ
の
経
営
体
を
基
礎
と
し
た
一
提
案
を
机
上
で
空
想
し
て
ぶ
た
・
こ
の
試
案
は
ど
う

裁
か
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。

（
Ｋ
・
Ｈ
生
）

垂 へ
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1968年版林業手帳の編集に当たり，より便利な，使いよい手帳にずるために本誌5月

号G4ページ）に皆様のご意見を伺う質問を掲載いたしました。同号にさし込象の返信

用はがきで回答をお寄せ下さいますようお願い申し上げます。

社団法人日本林業技術協会
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一
一●昭和42年度第1回常務理事会

昭和42年5月22日(月)12時より本

会理事長室において開催し，蓑輪理

事長より第22回総会(通常)上提議案

の説明があり，活発な質疑応答の

後，全員の了承を得て午後3時散会

した。

出席者：石井，平田，遠藤，繁沢，

須藤の各常務理事と本会よ

り，蓑輪，徳本，成松，橋

谷，藤田。

●第3回林業技術編集委員会

6月9日(金)，午後2時より本会

会議室で開催。

出席者：山口，蔵持，山内，小林，

石崎，中野，畑野の各委員

と本会から小幡，八木沢，

中元。
～一一マー曹一マーーーーー

会費について
一一一一一一一一伊

正会員年額600円(学生400円）

特別会員年額1,000円

（4月1日～翌年3月末）

正会員の会費は，前期分について

は，5月末までに，後期分について

は11月末までにお納めいただくこと

になっており霞すので，よろしくお

願いいたします。

なお，転居の節は新，旧住所をお

知らせ下さい。

協会のうごき
一一ハー－

◆昭和42年度第1回理事会

昭和42年5月25日(木)午前10時か

'ら12時まで全国IIIr村会館8階特別室

において開催し，

(1)昭和41年度事業経過

！(2)昭和42年6月末をもって徳本専

務理事が合板検査会理事長に転

出すること

について報告し，

第22回総会（昭和42年度通常）提

出議題について協議し承認をえた。

出者席：理事38名(うち委任状20名）
のほか松川顧問，各課長

まだそのまま生き永らえているのかななどと首をかしげ
させられました。

一般の人達に木材資源酒養の必要性を知ってもらうた

めに，取りつきやすい形にしようとする努力がああいう

表現になったのかも知れませんが，人のウワサは75日で

消えないこともあるもの，インフォメイションをもっと

大事に考えねばならないと思います。（八木沢）

蠅集室から憩鑪騨驚産墓赫懸
ちどおしい気がいたします｡全国的な空梅雨の様相で,水

飢繊になやむ地域も多く，新植の造林地も乾燥のため被

害が出ているという話も耳にしますが心配なことです。

先日通勤の途中の電車で坐っておりましたら，前に二

人の大学生が立って，米価の問題など話していました。

どうも農学系の学生ではないようなのですが，話はた

またま林業にもふれてきましたので，耳をすましていた

らrもう20年もすると国内の木材はなくなるっていう

ぜ」「それで木材がどんどん高くなってきたんだな。し

かしそんなに日本には森林が少ないかな」「いや面祇は

多くても，植えてから伐採できるようになるまで最低20

年ぐらいはかかるだろうからな」というようなことで，

伐採まで最低でも20年なんていうところなかなかいい線

にいってるようですが，木材資源20年枯渇説はどういう

ものでし上うか。終戦後しばらくの間よく耳にした話が

一 二
一
一

昭和42年7月10日発行

林業技術第304号
編集発行人蓑輪満夫

印刷所大日本日堀I株式会社

発行所 社団法人日本林業技術協会
東京都千代田区六番町七番地

電話〈261）5281(代)～5

（摂替東京60448番）
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中写真複製申込み方法および牽 複製草価の改訂について
は■■亜■■■■■■●■■庫韓■画■■■■■■何コ■■■■■■■■五匁■■■■＝毎画■■画■■■⑤■■■■回速■■戸酋君輯■■■■草画■■■■■勉四m■江。■■猷額■■憩■

1．空中写真複製申込みの手続

林野庁および都道府県（森林計画樹立事業）で撮影し

た空中写真の複製申込象はすべて「日本林業技術協会」

あてに申込むことになっていましたが，昭和42年4月1

日から次のように改訂されました。

○林野庁に所属する行政機関の場合

林野庁，営林局，営林署，林業試験場，林木育種場，

林業講習所等の機関の長は，林野庁と日本林業技術協

会が締結した基本契約に基づいて，直接日本林業技

術協会に「複製作業指示書」（第1表）を交付して作

業を指示することになりました。

O林野庁関係以外の機関の複製申込承の場合

林野庁に所属しない官公庁，都道府県，学校，会

社，個人の複製申込書は，「林野庁指導部計画課長」

あてに直接申し込むことになりました。（第2表）

複製写真単価表
－ －

複製成果の種類 備考

密着写真（その')｜
密潜写真（その2)｜
ボジﾌｨﾙﾑ(その')｜
ポジフィルム(その2）

引仲写真（その1）

引仲写真（その2）

3倍引仲写真

4倍引伸写真

4．5倍引伸写真

5倍引伸写真

判読資料用部分仲写真’

100円

115

480

5'51
340

495

1,410

1,685

1,850

2,100

-面~’

(1)

(その1)は空中写真
のネガがロールのま

まの状態にあるもの

を使用して複製する

もので撮影計画機関

の当年度撮影地区の
承に適用。

(その2)は上記のネ

ガが1枚ごとに切断

され編集済の状態に

あるものを使用して

複製した場合。

(2)

クロスの複製は全廃
しました。

＝。

115’縮小標籏I詞
2．複製写真の単価

昭和42年度の空中写真の複製単価は次表のとおり改訂

され童した。荷造り，送料は含まれていません。実費を

申受けます。

第2表

空中写真複製申込書

下記のとおり空中写其の複製を申し込承ます。

昭和年

申込者住所

氏名

TEL

林野庁指導部計画課長殿

記

月日

第1表

複製作業指示書No.

昭和年月日

日本林業技術協会

理事長蓑輪満夫殿

作業指示者支出負担行為担当官〈含分任官）

昭和42年4月1日付けで，林野庁長官と貴協会と契約に係る

空中写真複製作業の委託に関する基本契約書第4条の規定に華
づいて，別紙内容による複製作業を指示するので，当骸作業を
実施のうえ，納入期限までに納付されたい。

なおこれに必要なネガフィルム等につし､ては貨付するから受
領のうえは，物品借用書を提出されたい。

別紙

⑳”

■
■
■
■
■
■
■
０
■
■
■
■
■
Ｉ
ヤ
■
■
９
。
■
■
凸
■
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ

Ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ

目的および利用方法

21擬影地区指定審号 |，
I．

雲 ３
－
４
－
５

写真の種類および枚数

配布希望年月日

主管課名および担当者氏名

辱
“
伊

’
明細書

l

F’
ｌ
Ｌ
仙
儒|謂瀞

總
啼

写典の明細

綴の 納入
期限 術考雷|認ｽ|霧|枚数

注1．写真の明細が不明の湯合は,写真を必要とする区域を明
示した5万分の1地膠図を添付すること。

2．写真枚数が多い場合は，明細書を別祇として添付するこ
と。

3．都道府県の撮影にかるる成果の複製を希望するときは，
被製申込霧に当該道都府県発行の複製承譜書を添付するこ
と。_L_LLLに工面一一～

1

諏類 地区
指定番号

’

コース番号

’

写真番号

｜・

枚数
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|測量が簡単にできる

獄空中写 真
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リ里板調＝〃、
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1区画100点

（縮尺1/5000で
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韮準線

(写真韮線と載れる線）
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０
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一こんな測量はアミ・テンプレートで一

○森林計画お‘よび経営計伽編成における小班区画の測鎚

○国有林収種調査周囲測鼓

○現地作業が困難な崩壊地の測趾

－こんなに便利一

○従来のアランデル板と点格子板の機能を同時にもち、測

量と同時に実測図と而稜が求められる。

○マイラーに比べて非常に透明度が高く測丑がしやすい。

○必要な縮尺の実測図を簡単に作られる。

I

一価格一

発売

一枚850円

元社団法人日本林業技術協会
東京都千代In区六番町7

電話（261）5281振替東京60448番
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5537

'0のITEL(津山代
｢3の33TEL(851)
＃田ピル）
扇橋ビルITEL大阪
一ビル4階TEL秋田
石井ビルTEL福岡
農業会館)TEL岡山
一イビルTEL札幌（
螺ビル2階TEL名古屋

岡山県津山市高尾59

千代田区神田佐久間町
（三井

大阪市北区末広町I4番地新房

秋田市中通り6丁目7福祉センター
福岡市大名1丁目1番3号そ

岡山市磨屋町9¥18号(岡山偶
札幌市北4条西5丁目一
名古屋市瑞博区堀田通り6の10W
全国有名建材店

本社

営業所東京

大阪

秋田
福岡

岡山

札幌
名古屋

代理店

一営業品

植生盤工

，植生帯工

ハリシバタイエ

目一

飛砂防止｜

ｲﾝｽﾀﾝﾄ芝．’
(341)0147

（2）-7823
（77）0375
(23)1820

(24)5385
(871)2851

造園緑化

I=_

○デンドロメーター（日林協測樹器）
Imi格22,500円（〒込）

形式

高サ125mm

IIWi45mm

長サ106mm

概要

この測樹器は従来の林分胸商断面職測定方法の区、測

量、毎木調査を必要とせず、ただ単に林分内の数カ所で、

その周囲360°の立木をながめ、木器の特徴である。

プリズムにはまった立木を数え、その平均{lkに断而俄定

数を掛けるだけで、その林分の1ha当りの胸荊断mi械合

計が計弊されます。

機能

プリズムをのぞくだけで林分)I剛尚断而械測定、水平距

離測定､樹高測定､傾斜角illﾘ定が簡単にできます。
磁石で方位角の'111定もできます。

プリズムの砿瀬

K=4壮齢林以上の人工林、天然林、水平#脳側ﾘ定、樹

高測定

K=2幼齢林、薪炭林、樹高測定

（水平距離設定用標板付）

途

lla当りの林分胸高断面祇測定

水平距離測定
●
●
●
●
由

用
Ｉ
Ⅱ
Ⅲ
Ⅳ
Ｖ

樹商ill'l"

傾斜角illﾘ定

方位角測定

鐙

定
価
八
十
円
送
料
六
円

社団
法人 日本林業技術協会
（振替・東京60448番）

東京都千代田区六番町7
泄稲(261局)5281(代表）～5
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